
◎議 長（菅 野 修 一 議員）

皆さん、おはようございます。

出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。

本日の会議は、議事日程第７号によって進めます。

日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 青野隆一議員、２番 伊藤浩議員、３

番 鈴木由美子議員、４番 土屋範晃議員、５番 鈴

木清議員、６番 菅藤昌己議員、８番 髙橋隆雄議員、

９番 安井一義議員、11番 和田哲議員、以上の９名

であります。

発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、ご協力お願いいたします。

まず、３番 鈴木由美子議員の発言を許します。鈴

木由美子議員。

〔３番 鈴木由美子 議員 登壇〕

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

おはようございます。６月定例会一般質問の前に一

言申し上げます。令和７年５月29日未明に発生いたし

ました、新町中央地区の大火で被災された皆様に心よ

りお見舞い申し上げます。皆さん命に別状はなかった

ものの、心労は計り知れないものがあると思います。

一日でも早く今までの日常が取り戻せますよう、そし

て二度とこのようなことが起きないよう、市民一丸と

なる協力体制を整えていく必要を感じているところで

す。

それでは、通告にしたがい、大きく４項目について

質問させていただきます。

初めに、市民が誇れる花笠踊りに。

１番、現在、地区保存会と他の踊り団体を担当する

窓口が違っております。どのような趣旨で窓口を分け

ていらっしゃるのでしょうか。

２番、担当窓口を１つに集約し、尾花沢ならではの

文化を積極的に発信すべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか。

３番、本市のキャッチフレーズの中に、花笠のまち

が取り入れられております。徳良湖発祥の花笠踊りの

保存、次世代への継承について、本市の方針はどのよ

うでしょうか。

４番、伝統花笠踊りマイスター制度を創設し、踊り

の継承をはじめ、本市のアピールや教育、文化交流に

役立つ取り組みが必要ではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

次に、徳良湖周辺整備についてです。

１つ目、１番、徳良湖畔2.5ヘクタールの芝による

緑地化が進められてきておりますが、今後の利用方法

や収益性をどうお考えでしょうか。また、徳良湖全体

の景観は改善されているのでしょうか。

２番、グランドゴルフ場内の池周辺やキャンプ場と

の境の擬木の整備計画はどのようでしょうか。徳良湖

マスタープランの中で計画はどのようですか。またど

う進めていかれるのでしょうか。

次に、移動市役所の活用についてです。

１番、移動市役所事業の内容としては、通信機器等

を搭載した車両が出向くことで、地域にいながら、証

明書等を発行してもらえる行政サービスと理解してお

りますが、今年度は、市長と気軽に語る会の移動車両

会議室として活用されております。この事業の稼働実

績はどのようでしょうか。市民ニーズがある事業なの

でしょうか。また、費用対効果はどうでしょうか。

２番、出張証明書発行業務の実績はいかがでしょう

か。

３番、出張証明書発行業務以外での活用方法のお考

えはどのようでしょうか。

最後に、大火発生による今後の課題と対応策につい

てです。５月29日木曜日未明に、新町中央商店街で、

近年稀に見る大火が発生してしまいました。新町地区

では、今年に入ってから連続して全焼となる火災が多

発しております。これを受けてどのような検証が行わ

れてきているのでしょうか。今後の課題と対応策とは

どういったことでしょうか。

１番、今回焼け跡のがれき撤去に早急にお取り組み

いただき、復興に向けて前進姿勢を示していただき、

感謝申し上げます。一方、消失には至りませんでした

けれども、延焼防止のため放水を受けた住宅もござい

ますが、そちらについてはどのような対応策をお考え

でしょうか。

２番、今後、消火栓、防火水槽及びホースの点検や

確認を徹底するとともに、空き家の管理点検を促す必

要があるのではないかと考えます。さらに、緊急時の

水の確保のために、これまで以上に連携が取れる行動

マニュアル作成が必要ではないでしょうか。そのため

に水利組合、農林課、建設課、市民が話し合う場を設

け、連携した消火対応が求められるのではないかと思

います。対策はどのようでしょうか。

３番、新町地区の消防団の再編が急がれます。どう

再編していくのでしょうか。

４番、密集した住宅地の中に、空き家や空き地が発
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生した場合、火除け地とするよう、市が持ち主に交渉

して市の財産とし、冬は雪押し場としての活用を進め

てはどうでしょうか。

５番、消防指令センターの広域化による情報伝達は、

適正に機能しているのでしょうか。現状はどうでしょ

うか。

以上ご所見をお伺いいたします。再質問の際には自

席にて行いますのでよろしくお願いいたしします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

皆さん、おはようございます。鈴木議員からは大き

く４つのご質問をいただきました。順次お答えを申し

上げます。

初めに、花笠踊りについてのご質問でありますが、

３つ目の花笠踊りの保存と継承につきましてと、４つ

目のマイスター制度のご提案につきましては、担当課

長より答弁いたさせます。

初めに、花笠踊り保存会と他の踊り団体の担当窓口

についてのご質問でありますが、市では第７次総合振

興計画におきまして、花笠踊りの発祥地としての歴史

や文化の発信にあわせ、友好都市等との相互交流の推

進や地域資源を活かした観光情報の発信に努めるもの

としており、市と尾花沢市観光物産協会それぞれが役

割に応じて取り組んでおります。

具体的には、自治体間の交流の際には、市が事務局

となって花笠踊りの披露を行ってきており、昨年度は、

友好都市の協定を結んでいる宮城県岩沼市、災害時に

おける連携を図っている交流都市の宮城県加美町と宮

城県大和町の各まつりに参加させていただきました。

また、８月に開催されました「おばなざわ花笠まつ

り」の花笠踊りパレードには、各市町からも参加して

いただくなど、住民相互の交流に取り組んでいるもの

であります。

また、花笠踊りという地域資源を活かした観光情報

の発信につきましては、尾花沢市観光物産協会が国内

外への情報発信を強化していくものとしており、広く

花笠踊りの出演依頼を受け付けし、参加団体の取りま

とめをおこなっているものと認識しております。

今後とも、それぞれが事務局となりしっかりと責任

を持ちながら、各踊り団体と連携し取り組んでいく考

えであります。

次に、徳良湖周辺整備につきましてのご質問であり

ますが、徳良湖周辺の整備につきましては、徳良湖周

辺整備マスタープランに基づき自然環境との調和を図

りながら、取り組んできております。

現在、緑地化を進めている遊休地につきましては、

徳良湖周辺マスタープランの事業期間において、中期

と長期にまたがるものであり、中期の最終年度である

昨年度までに第２期工事が完成し、今年度は最終とな

る第３期工事を実施予定であり、現在準備を進めてい

るところであります。また、令和５年度の第１期工事

による0.5haの緑地についてでありますが、芝張り後

の養生期間として立入を制限させていただいておりま

したが、７月から一般開放を予定しており、市報７月

号で市民の皆さまにもお知らせしていく考えでありま

す。今後、養生期間を経て芝生の広場として管理して

いくわけですが、市民が集い、くつろぐ憩いの場「や

すらぎ交流スペース」として計画されてきたことを踏

まえ、収益性の追求を優先するものではなく、賑わい

を創出することによる、周辺施設への相乗効果に注力

していきたいと考えております。利用方法につきまし

ては、湖面が一望できる素晴らしいロケーションでも

ありますので、様々なご意見やご要望に広く耳を傾け

ていきたいと考えております。今後、各種イベントや

地区の行事などでの利用や、さらには、民間事業者か

ら収益性のある事業への活用が提案されることも考え

られますので、区画を区切った貸出しなど、他の自治

体の取組みも参考にさせていただきながら、幅広い利

活用が図られるよう検討してまいります。

施設等の修繕や改修につきましては、徳良湖周辺整

備マスタープランに基づき進めることとしております

が、擬木の改修等の詳細を含んでいるものとはなって

おりません。しかしながら、擬木は、利用者の安全性

を確保したり、オートキャンプ場のような有料エリア

への無断進入を抑止する大切な役割りを担っておりま

すので、まずは利用者の安全確保を優先して、順次修

繕を図ってまいります。例えば、現在行われている徳

良湖の堤体工事において、遊歩道に設置されていた欄

干が不要になると聞いておりますので、擬木の設置箇

所へ再利用できないかを安全性も考慮しながら、一つ

の方法として検討してみたいと思います。

次に移動市役所の活用についてのご質問にお答えい

たします。

本市における移動市役所事業については、通信機器

を搭載した車両が各集落まで出向くことで、地域にい

ながら行政サービスを受けられる環境を整備すること

を目的に、令和５年度より実施している事業でありま

す。令和５年度は市内30箇所に出向き、タクシー券の
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電子化の手続を行っており、延べ263名の方々から利

用していただきました。令和６年度からは移動市役所

導入事業により車両を本格的に導入し、期日前投票所

としての活用や、eスポーツ体験会、スマホ教室の開

催など、マルチタスク車両の特性をフルに活用した取

り組みを試みたところ、市民の皆様方からも好評を博

しております。

初めに、移動市役所を活用した市長と語る会につい

てでありますが、移動市役所を活用した語る会につき

ましては、第７次総合振興計画の協働のまちづくりの

中で、市民と市長がまちづくりを語り合う機会の充実

を図ることとしていることから、取り組んでいる事業

の１つになります。実績につきましては、今年３月の

市報で市長と気軽に語る会として周知させていただき、

この間、２回開催し、延べ10名の皆様方から参加して

いただいております。移動市役所を活用することで、

会場をご用意していただくことがなくなり、誰もが一

様に市長と語り合うことが可能となりました。これは、

政策に掲げている語り合う機会の充実が図られたもの

であり、市民にとりましても行政と意見交換ができる

新たな選択肢となったものと考えております。

次に、出張証明書発行業務の実績についてでありま

すが、今年度は証明書の発行に必要な車両に搭載する

機器のネットワーク構築を行い、先般、試験発行が終

了したところであります。今後は、市報７月号で市民

の皆様にお知らせをしながら、７月１日からの実証運

行を始めていく考えであります。

次に、証明書等の発行以外での活用方法についてで

ありますが、まずは、この間実施してまいりました期

日前投票所への活用を今年度も進めるとともに、申請

件数の多い灯油券の申請受付など、新たな活用を図っ

ていく考えであります。また、防災分野では発災時の

現地対策本部として、庁舎と現地をつなぐ拠点として

の活用や、その後に想定される罹災証明書等の行政手

続きに活用できるものと考えております。そのほか、

先の答弁にも関連いたしますが、市長と気軽に語る会

につきましては、現地でいただいたご質問などの詳細

なものに対して迅速に回答できるよう、オンラインで

庁舎の職員と繋ぐことも想定し取り組んでみたいと考

えております。今後とも、証明書等の発行サービスの

開始を契機に市民の皆様方のニーズをお聞きしながら、

更に幅広い運行を目指してまいります。

最後に、大火発生による今後の課題と対応策につい

てお答えをいたします。

私からは、１つ目のがれき撤去の公費負担について

及び４つ目の火除け地について回答させていただき、

火除け地につきましては、災害に備えたまちづくりの

観点から緊急時の水の確保や消防水利を含めてお答え

を申し上げます。

なお、詳細につきましては担当課長より答弁いたさ

せます。

先月５月29日未明に新町中央付近で発生した火災は、

８棟が全焼、水損により被害を受けられた家屋が１棟、

このほか、道路向いの複数家屋におきましても壁焼け

や窓ガラスが割れるなど、被害は広範囲にわたり、近

年稀にみる大火となりました。しかしながら、区長さ

んをはじめとした住民の皆様の声掛けなどにより、誰

一人として死傷者が出なかったことは不幸中の幸いで

あり、また、消防団はもちろん、地域の皆様が一丸と

なって消火活動や被災者の支援にあたっていただいた

ことに、改めて感謝を申し上げます。

初めに、がれき撤去の公費負担についてであります

が、火災による焼失面積が大きいことや、紛じんなど

による二次被害が懸念されること、更に、現場の県道

は小中学生の通学路でもあることから、公費によるが

れき撤去の実施について、先の全員協議会で報告させ

ていただいたところであります。実施につきましては、

尾花沢市建設業協会との災害協定に基づき行いますが、

既に６月14日から仮囲い工事を行い、18日からはがれ

きの撤去を始めているところであります。また、水損

により被害を受けられました住宅への救済につきまし

ても、全焼された方々と同様に行ってきているところ

であり、今後とも引き続き支援させていただく考えで

あります。

次に、住宅密集地における空き地を活用した「火除

け地」の確保についてお答えを申し上げます。議員か

らは、住宅密集地区に雪押し場としての活用も見据え

た「火除け地」を確保してはどうかとのご提案であり

ますが、「火除け地」とは、江戸時代までさかのぼり

1657年の「明暦の大火」をきっかけに、時の幕府が設

置した防火用の空き地のことで、最盛期には江戸に13

箇所あったと云われております。この「火除け地」は、

防火体制の整備や都市共同体の成熟、市街地高度利用

の必要性の高まり等の理由から次第に姿を消しており

ます。現代では、都市部や住宅密集地におきまして、

特定のエリアへの公共交通インフラや耐火建築物群の

誘導、公園整備などにより、延焼を防ぐ防火帯を整備

して大規模火災に備えているようであります。本市の

都市づくりの指針である尾花沢市立地適正化計画には、

防災指針として風水害や地震による、道路や水道等の
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ライフラインの被災を想定した取り組みが明記されて

おりますが、防火帯の考えは含まれておりません。し

かし、このたびの火災を教訓とするならば、地震によ

る火災も想定するなど、二次災害への対応についても

整理しておく必要があると考えております。

現在、市街地で火災が発生した場合、消火活動の水

利は消火栓や防火水槽に加え、農業用水を一時的に流

雪溝へ流していただいている状況であります。流雪溝

を活用した水利の確保については、今後とも関係機関

と連携を密にしながら継続していく考えでございます

が、迅速な通水のため、今般、消防指令センターから

直接、土地改良区の作業される方々に連絡が届くよう、

連絡体制の強化に取り組んだところでございます。防

火水槽につきましても、毎年２基新設する計画として

おり、今後、地域の方々のご協力を得ながら設置用地

の確保に努め、特に中心市街地につきましては早期に

拡充を図ってまいります。また、消火栓につきまして

は、水道管の敷設替えに合わせ、老朽化した消火栓の

更新を図っているほか、地権者の皆様方からの要望に

より移設を実施している状況でありますので、引き続

き消防水利の拡充を図り、大規模火災に備えたまちづ

くりを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

私のほうからは、花笠踊りの次世代への継承とマイ

スター制度のご提案について、お答えいたします。

一般的にマイスター制度とは、専門的な知識や技術

を習得し、決められた基準に合格した者に対しマイス

ターとしての称号を与え、優れた後継者を育成してい

く制度であり、国内でも様々な企業や団体で、独自の

基準を設け、人材育成や生産性向上を図るために取り

組まれているもののようでございます。このような制

度を設け、後継者育成に取り組むことも一つの方法で

はありますが、花笠踊りに関わっていただく方々を増

やしていくためには、やはり踊りの魅力を伝え、踊っ

てみたいと思っていただくことがまず第一歩であると

いうふうに考えております。現在、「源流花笠おどり

保存会連絡協議会」や各団体においては、イベント等

における踊りの披露やＰＲに積極的に取り組まれてお

ります。市としても、この活動のさらなる展開と魅力

発信に努めるとともに、伝統の継承と担い手の育成に

ついて保存会や各団体の考えをお聞きしながら後押し

してまいりたいと考えております。

なお、市内小学校で毎年度、総合的な学習の時間を

活用して「花笠踊り」に関する学習や各流派の踊りの

習得に取り組んでいまして、これらの取り組みには各

団体が関わってくださっているものと聞いております。

そのため、伝統を継承する担い手育成につながるので

はないかと、大変期待を寄せているところでございま

す。今後も、市内の各団体の皆さまから協力をいただ

きながら、花笠踊りの継承と踊り手の育成、さらには

花笠踊りを核とした交流に取り組んでまいります。以

上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

私からは、空き家の管理点検についてお答えいたし

ます。

近年、増加傾向にあります空き家については、防犯

上、また、防災上も課題となっているものと認識して

ございます。特に危険空き家、管理不全空き家につき

ましては、災害時のみならず、普段から近隣の住民の

皆様に支障をきたすような状態となっている場合もご

ざいますので、区長や自主防災組織の皆様と連携し、

引き続き管理・点検に取り組んでまいりたいと思いま

す。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

次に、消火栓等の消防用設備の点検・確認について

お答えいたします。

消防用設備につきましては、職員により点検を行っ

ております。夏季には消火栓の水圧、降雪前には消火

栓や防火水槽、ホース、格納箱等を点検し、老朽化し

ていれば交換を実施しております。また、毎月、消防

団より消防用ポンプや消火栓の異常の有無について書

面にて点検報告をいただいており、異常があれば随時

交換や修理を実施しております。

次に、新町地区消防団の再結成についてであります

が、新町地区の関係者の方から、少人数ではあります

が現在再結成に向け調整中であるとの前向きな情報を

得ておりますので、そう遠くない日に再結成していた

だけるものと期待をしているところであります。

最後に、消防指令センターの共同運用による情報伝

達についてでありますが、共同運用が開始されたこと

に伴い、災害案内ダイアルの問合せ番号が変更になっ

ております。令和７年２月号と６月号の市報に新たな

問合せ番号を掲載し、市民の方に周知を図ってまいり
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ましたが、まだ十分に浸透していない状況であります

ので、改めて市報やＳＮＳ等で更なる周知を図ってま

いります。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

それでは自席にて再質問させていただきます。初め

の花笠踊りについてでありますけれども、花笠踊りは

山形県、また山形市での祭りの踊りのイメージが、も

うすっかり定着しておりまして、この度も大阪万博と

かでも、東北六魂祭という形でも出演していらっしゃ

るようです。そんな中で、私、尾花沢市民としまして、

本家本元の影が少し薄くなっているというふうに、ち

ょっと残念に思っているところでありますが、保存会

の皆さんやそれぞれの団体の皆さんが、源流の花笠踊

りを普及、そしてＰＲ活動に努めていただいていると

いうことは大変心強いところであります。しかしなが

ら皆さん、やはり仰るのは、少し高齢化されてきて、

だんだんその継承していく方も、なかなか見つからず

というところに悩んでいるということでありました。

そんな中で、尾花沢市は力を入れているんでしょうが、

それぞれの窓口がありまして、例えば、この団体の活

動というのは、所属する窓口は違っても、目的は１つ

のはずなんですけれども、例えば市では踊りの団体を

自治体間の交流の際には、市が事務局となって、例え

ば、派遣先にバスなどで送迎されているとお聞きする

んですけれども、観光物産協会のほうに依頼来た時に

は、どのような対応をされているのでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。観光物産協会のほうにいろいろ

な市外のいろんなイベントなどからの出演依頼等があ

った場合につきましては、観光物産協会の中の旅費規

定がございますので、それで対応を行っております。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

あの旅費というのはガソリン代のことなのかなと思

ったんですけれども。例えばそちらガソリン代をいた

だいて、10人とか８人とかいた場合、車を分乗して、

現地に行かれるわけなんでしょうけれども、冒頭申し

上げたように、高齢化しているというところもありま

して、なかなか車の運転も、少し自信がなくなってい

るということでありました。それで、例えばガソリン

代をもらったとしましても、分乗して現地に行かれる

ということは、車を何台か出せば、それぞれの交通事

故のリスクとかも高まるんじゃないかと思うんですけ

れども、そういった時、万が一の事故対応というのは

どういうふうになっているんでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

各団体のほうで、イベント等に行く際の対応として、

旅費規定の中においては、日当として県内であれば

4,000円、あとは県外であれば6,000円、あとはキロに

応じて１キロ35円のガソリン代というようなことで、

定めておりますけれども、事故等に関しては、あくま

でも個々にいろいろ保険等入っていると思いますので、

そちらのほうでの対応になっているものと捉えており

ます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

最初に高齢化しているというところが一番のみそな

んですけれども、そういったところで、やはり頑張っ

ていらっしゃる方が、安全に依頼先に行けるような体

制を、自治体間の交流と同じような待遇っていうのも、

この１つの目標を達成するためには必要なのではない

かと思います。ですので、その辺を、ぜひ早くご検討

いただければと思います。

もう１つなんですけれども、例えば、ご答弁の中に

マイスター制度のことについて、まあ１つの方法では

あるんだけれども、そもそもが、踊りの魅力を伝えて、

踊ってみたいって思っていただくことが第一歩である

というお答えをいただいたんですが、具体的に、子ど

もさんは学校で習う機会がありまして、否応なしに習

得する機会があるわけなんですけれども、大人が一番、

その30代、40代、それ以上の大人が参加するにあたっ

て、こういうふうに魅力を感じるようなっていうのは、

何が必要だとお考えでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

各小学校のほうで、今、花笠踊りの学習というか、

踊りの習得っていうことで、今、各団体の方々も関わ

って今取り組んでおります。こういった取り組みをま

ず継続しながら、やはりあのその子どもたちが、成長

して大人になって行く中で、またそこで、いろいろと
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花笠踊りに触れる機会がありますので、そこでやはり

踊ってみたいと、そういう保存会に入って踊ってみた

いというような思いを、やはり醸成していくというよ

うな取り組みが、まず１つ大事なのかなというふうに

は思います。また、今も８月28日のパレードの際にも、

各地区での育成会や各団体のほうで、多数参加をして

いただいて、祭りのほうを盛り上げていただいており

ます。多くのお客様が来て、尾花沢の祭りを見て、わ

ぁすごいというふうに、こう言っていただけるような

祭りにしていくことで、そういったパレードに参加さ

れた若い世代の方々も、尾花沢のこの伝統の踊りを継

承していくという気持ち、そういった思いを醸成して

いくことが、まあ大事かなというふうに考えておりま

す。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

子どもさんの成長はすごく早いんですけれども、や

はり今求めているのは、比較的若い方の参加、大人の

参加ではないかと思います。まあ、山形市ではさまざ

まな若い団体の方も頑張ってらっしゃいますので、そ

れに負けないような尾花沢の取り組み、なんか楽しい

ことがなければ、やっぱり人は集まらないと思います

ので、その花笠踊りの練習に集まってきたくなるよう

な、何か楽しい企画・目的を持った企画っていうのも、

私は今すぐでも必要なんじゃないかなと思います。

先ほどのちょっと質問に戻るんですけれども、ぜひ

送迎のバスは、平等に出していただけるように、考え

ていただきたいということを希望申し上げます。

次の質問なんですけれども、徳良湖周辺整備につい

て、今、芝を張っていただいておりまして、そちらの

効果というのは、賑わいを創出する場所であるという

ご答弁でした。その中で、市民の声として、若者から

中高年まで、徳良湖のその芝生を活用した、市内外か

ら人が集まるような野外音楽フェスなどの誘致など、

考えていただけないかというお声もありました。何も

ない芝生だけの場所でありますので、そういった活用

っていうのもやっぱりありなのかなと思います。市が

全部運営するわけじゃないと思いますけれども、そう

いった大きい音楽団体さん、会社に誘致お願いする形

になると思うんですけれども、そういったことも、ぜ

ひ賑わい創出につながりますので、考えていただきた

いと思います。どうでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

芝生でのイベントに関してでありますけれども、現

在、今年度三期工事を行いまして、全体的な整備が終

了する形になります。ただ、養生期間もございますの

で、その期間を経て、いろいろと活用をしていく形に

はなるかと思いますけれども、今お話があった、こう

いった野外音楽フェスティバル的なものも、いろいろ

と市民の方々から、そういうご提案があればですね、

市長の答弁もあったとおり、イベントでの活用という

のも今後考えられますので、その中で、エリアを区切

って使用するというような方法も検討していきたいと

思いますので、その中でいろいろと、今後検討してい

きたいというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

尾花沢が明るくなるような方法も考えてください。

そして、次の、擬木の撤去するのか整備するのか、こ

のことについては、２年以上前からも、この議場にて

お伝えしているところであります。まずは、徳良湖の

整備に関しましては、基本のところを綺麗にするとい

うのが基本ではないかと、その時もお伝えしているん

ですけれども、徳良湖マラソンで、市長、副市長走っ

ていただいて、あそこの道路脇から見えるところをご

覧いただいたと思うんですけれども、そちらの撤去早

くしないと、とてもあのせっかく芝生を張って綺麗に

しているにもかかわらず、お向いが、曲がってるまま

何年も放置されているというのは、私は本末転倒では

ないかと思います。ぜひ早くそちら直すなりどうする

のか考えていただけないかと思いますが、どうでしょ

う。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

擬木の整備についてでありますけれども、やはりあ

の徳良湖の景観への影響、また安全性といった部分で

は、確かに修繕していく必要があるというふうには捉

えております。市長の答弁にもございましたとおり、

現在徳良湖の堤体工事が進められておりまして、そこ

で今現在使用されている欄干について、不要になると

いうようなことでありますので、その再利用について

も１つの方法として検討しながら、まずあの安全性と

いった部分で、グランドゴルフ内のため池の部分の擬

木の修繕というようなところを検討していきたいとい

うふうに考えております。以上です。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

今工事中の欄干がもしかして不要になるということ

でしたので、こちらが使えるか使えないかっていうこ

とは、すぐにでも分かるんじゃないかと思います。そ

んなに時間がかかることじゃないと思います。ですの

で、もし使えるってすぐ分かれば、早急な交換なりを

する必要があるんじゃないんでしょうか。検討してい

るというよりも、すぐしなくちゃいけないんじゃない

んでしょうか。どうですか。いつ頃までっていうふう

に目標を設定しないと、いつまでたったってならない

じゃないですか。どうでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

工事の時期についてでありますけれども、徳良湖の

堤体工事の部分で、現状、今遊歩道で使われている部

分、まだ工事が入ってない部分、第二期工事として受

注される時期というのが、秋ぐらいになるというよう

なお話でしたので、その時期も踏まえながら、あとは

全体的なその現状を確認して、費用的なところも確認

しながら、工事の時期については検討していきたいと

いうふうに考えています。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

費用的なところはあの、ぜひ今更費用って言うんじ

ゃなくて、そちらのほうをぜひ優先するような予算の

取り方をお願いしたいと思います。

次の質問になります。移動市役所についてでありま

すけれども、こちらの、３月の定例会の時も、移動市

役所での市長と語る会をされたいっていう施政方針が

ありまして、お聞きしていたところなんですけれども、

私はちょっと疑問に思うんですけれど、市民の方もち

ょっと疑問に思ったので、この質問をさせていただい

ているんですけれども、この市長さんと話し合うため

には、通信機器搭載の車両でないと開催できないのか

というところなんですけれども、逆に市民の方は、市

長室に伺いたいという人いっぱいいるんですけれど、

どうでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

今議員仰せのとおりですね、私のところに来られた

いという方々がおられれば、ぜひですね、お話しして

いただければ、いつでも私お断りしたことは多分ない

でしょうからですね、あのいつでもお出でいただけれ

ば、私も行き先々でそういうお話はさせていただいて

います。そのとおりでありますので、ぜひですね、こ

れをお聞きの方々でという方がおられれば、また鈴木

議員のほうにそういうご要望があれば、ぜひお話しい

ただければというふうに思います。一方で、移動市役

所をなぜそういう形にしたかということは、移動市役

所の使い方っていうのは、先ほど申し上げた通りです

ね、さまざまな本来使おうとしている業務があります。

それに合わせてですね、さまざまなことを今利用でき

るように一歩ずつ、いわゆる車両の改修も含めてです

ね、やっている。しかしながら、まさに今議員が仰っ

たように、私のところへどうぞというふうなお話申し

上げたとしても、なかなか出向きにくいということは、

多分市民の方々にはあるんだろうというふうな思いで、

それでは私のほうから出向いて上がりましょうという

趣旨が移動市役所の今回利用の考え方です。したがっ

て、それを特に何か事前にと、もちろん早めに教えて

いただければ、それに合わせてってこともあるでしょ

うし、例えば、もし車両のほうの都合もつけば、もう

全くランダムでお邪魔しても、特に日程を決めずにで

すね、お邪魔することだって可能ではありますが、そ

れではなかなか皆さんのご準備もできないでしょうし

ということで、まずはご要望のある方にお邪魔してと

いう趣旨であります。したがいまして、どんな形でも

結構です。あの私にお声いただければすぐそちらに、

別に移動市役所を使わないでも、歩いてでも行っても

構いませんし、別にそういう車両にこだわっているわ

けではなくてですね、車両がたまたまそういう利用の

仕方があるんで、そういう形にさせていただければ、

例えば会議室一角を使う必要もなければ、こちらから

会議室ごと行きますよという形にさせてもらっている

というのが、その趣旨であります。ぜひその辺をお汲

み取りいただければというふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

市民側からしてみましたら、市長室に伺うっていう

ことも１つの、なんて言うんですかね、誇りだったり、

あとは、そこの部屋に入らせていただくということも

ありがたく思うところでありますので、市長さんはそ

れに出向く必要は私はないんじゃないかなと思ってお

ります。それよりも、そのせっかく通信機器搭載の車
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両を1,000万円、1,500万円以上をかけて、いろいろ投

資していただいてますので、もっと別な使い方をフル

活動していただきたいなと思っているところです。ち

なみに今ですね、出張証明書発行事業を、７月１日か

ら実証運行を始められるんですけれども、ちなみに、

またお聞きします。地区公民館での証明書発行業務の

実績っていうのは、最近の実績でも構いません。どう

ですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市民税務課長。

◎市民税務課長（斎 藤 健 司 君）

お答えいたします。まず令和６年度の証明書の発行

件数ですが、全体で１万2,717件ございました。その

中で公民館での発行件数は39件となっております。直

近の今年度６月半ばまでですけれども、13件となって

おります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

確かに公民館とかで証明書を取られてる方はいらっ

しゃるんですけれども、昨年の実績から行きましたら、

年間で39件ということは、４公民館ありますので、４

で割れば、自ずとそこの１公民館の発行枚数っていう

のは分かるということは、１カ月に１件ないかの感じ

なのかなと、ちょっと捉えております。全然なく、そ

ういうのはなくはないんですけれども、これに重ねて

移動市役所、もったいないんじゃないかなって思いま

す。それよりは、本当に市民が望んでるっていうこと

は何なのかっていうのを、これ前から、移動市役所導

入されるっていうお話を聞いた時点から、買い物支援

であったり、医療MaaSであったりっていうことを、

市民の声も聞いておりまして、私としてはお届けして

いるつもりなんですけれども、なかなかこれ進まない

というのは何か原因があるんですかね。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

あくまでも移動市役所は、市役所がその場所に出向

いていきますよという発想なんですね、市役所に来て

いただいて、今さまざまな申請をしていただいている。

丸ごとそれが、それぞれの地域にお邪魔することで、

移動時間を減らすことができる。わざわざ来ていただ

く必要はない。そんなことを目指して移動市役所を導

入したということなんですね。それはまさに今の世の

中、デジタルトランスフォーメーションＤＸって言っ

て、様々なデジタルを使うことで便利なことがたくさ

んありますよということを、一歩ずつ進めているとい

うのが今の現状であります。したがいまして、いきな

り明日から何もかにも今、鈴木議員が仰ったように、

医療MaaS、医療MaaSをやるとしたって、さまざまな

機材を持って、その患者さんのところへお邪魔し、そ

れを通信で、例えばお医者さんのほうと連絡を取る、

もしくは関係の方々と連絡を取れる。そういうものが

できて初めて医療MaaSも稼働していくんですね。し

たがって、それを我々も将来、私も何度かここの場で

お話しさせていただいたと思うんですが、それを目指

していきたいと。それにはやはり今のそういう状況を

１つずつこう固めてステップアップしていかないとい

けないと、それのまさに初歩段階なんですね。その初

歩段階をしっかり固めていって、さまざまな機能がす

べてこう網羅できる中で、例えば医療にも今後使って

いきたい。先ほどそういうものよりも以前に、今移動

市役所が公民館に行ったところで、私がいろいろお話

しさせていただいたとしても、例えば具体的な作業を

申請手続きみたいなものまで、私も全部網羅している

ものでもないもんですから、例えば私がお答えできな

いようなことも、ネットワークを使ってこの市役所と

連携をし、その場ですぐ回答をしたり、させてもらっ

たり、手続きをしたりということができるようになる。

これもまさにその医療MaaSにつながっていくような

ものの第一歩であると私はですね。したがって、今の

状況を１つずつ進めていくことで、しっかりそういう

デジタルの恩恵が、さまざまな分野で活用になってい

くというふうに、ご理解をいただければというふうに

思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

一昨年ですかね、日本海病院さんのほうにも視察で

お邪魔しまして、その時は日本海病院さん、元々飛島

とかそういったところも抱えているので、その遠隔診

療には長けているっていうところはあるようなんです

けれども、そもそもはその、移動するための車両には、

5、600万円ぐらいしかかけてなくて、その中の機材と

いっても、通常パソコンはもちろんそうなんですけれ

ども、尾花沢ほどかけてないんだというお話でした。

逆にそちら日本海病院の事務長さんは、尾花沢のその

搭載車両をどういうふうにやってるのか、話聞きたい、

見たいって言ってるぐらいでありました。それはちょ

っと情報でありますが、ですが、これからもっとやっ
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ぱり本当に市民が求めるものを、デジタルでやってい

ただけるように、改めてお願いしたいと思います。

最後の質問になります。最後というよりも、この災

害分野でも移動市役所が活用されることも考えてるっ

ていうお答えありましたので、その部分にも触れてみ

たいと思います。本当は、まあ今更言ってもあれなん

ですけれど、本当はこういう時に、ぜひ活躍していた

だきたかったな。そうすれば、そこを対策本部として、

例えばそこで市長が迅速な、いろんな支援、あと周り

への判断、通信機器もあるので、そこでいろんな指示

がおそらくできたものだと、ちょっとお答えの中から

思いました。ただ、これはもうこういう時に、災害の

時に、またこう移動市役所が稼働しないように、別な

分野で稼働してもらいたいなっていうのはすごくあり

ます。

最後、大火の発生による課題と対応策についてであ

りますけれども、火除け地について、詳しいご説明あ

りまして、ありがとうございます。やはりさまざまな

機材、今みたいな現代社会と違いまして、ポンプやさ

まざまな消防設備がない江戸時代におきましては、先

人の考えとしてこういった考えがあるということを改

めて私もすごく思いまして、大切なことではないかと、

原点に戻ってみるっていうのも大切なことではないか

と思いました。お答えには、尾花沢市立地適正化計画

にもいろいろ整理していく必要があるというふうにお

答えいただきましたので、改めて街づくりの基本を考

えていただき、まずは基本としては市民の命と財産を

守る街であるということが第１の目標であると思いま

すので、それがここに定住していける、定住してみた

いっていうところに１番につながるところなので、ぜ

ひこういったところに力を入れていただきたいと思い

ます。

あとですね、この消防指令センターから直接、土地

改良区の作業の方に連絡が届くように、迅速な通水が

できるように取り組んでいるということでありますが、

まだまだ今以上に、その連携した取り組みっていうの

が、今回本当に皆さん感じたところであります。それ

はどういうふうに、災害協定とか、土地改良区さんと

結ぶ予定とかないんでしょうか。どのように、そこが

１番防火水槽よりもそこが一番先かと思いますけれど、

どうでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

では短時間に。土地改良区との災害協定ということ

は、特にそういう紙があるから何かということではな

くて、常日頃からしっかり連携を今取っていますし、

さらにですね、連携を取ってやっていきたいと。まあ、

いずれにせよ、農業用水を一時的に拝借するというこ

とが前提になっていますので、ぜひそこをですね、皆

様方ともご理解いただきながら、一方で、やはりそれ

以外の消火栓やら防火水槽やら、そういう現実に我々

が準備できるものを、しっかり対応体制として作って

いきたいというふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、鈴木由美子議員の質問を打ち切ります。

次に２番 伊藤浩議員の発言を許します。伊藤浩議

員。

〔２番 伊藤浩 議員 登壇〕

◎２番（伊 藤 浩 議員）

先の通告に従い、一般質問をさせていただきます。

冒頭５月29日未明に発生いたしました新町の大火で、

大きな被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを

申し上げますとともに、一日も早い復興をご祈念申し

上げるものでございます。

私からは２つのテーマについて質問をさせていただ

きます。

１項目目は、尾花沢市の農業政策についてでありま

す。この問題を取り上げた背景といたしまして、現在

進められております水田活用直接支払い制度の直接支

払い公金制度の見直しがされている中で、今般今まで

なかったような食料米の物流異常という大きな問題も

発生いたしました。また、尾花沢市のこれからの農業

を考えた時に、後継者不足の問題や農業従事者の方の

高齢化など、いろいろな課題を抱えております。これ

らを踏まえまして、次の３点について質問をいたしま

す。

１点目。地域計画がスタートして、これに基づいた

今年度の水田営農計画の全体が見えてきた中で、この

中から出てくるいろいろな問題に対し、どう把握し、

どう対応していこうとしておられるのか、お伺いをい

たします。

２点目。現在進められております畑作促進事業の今

年度の申し込み状況はどうでしょうか。また、過去２

年間でこの事業での問題点は発生していないのかどう

かお伺いをいたします。

３点目でございますが、今年度で２年目となります

すいか農学校、今年度これからどう進めていくのか、

お伺をいたします。

２項目目のテーマでございますが、今年度の一般会
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計当初予算についてお伺いをいたします。取り上げた

背景といたしまして、統合小学校の建設が本格的に始

まる。一般会計に占める市債の比率も高くなっていま

すが、今後も続けて計画されている大型事業に備えた、

しっかりとした財政計画の必要性を考え、以下の３点

についてお伺いをいたします。

１点目でございます。市債の年度末残高見込み額が、

130億5,700万円となっておりますが、このうち過疎債

が占める割合と金額はどのくらいになっているのか、

お伺いをいたします。

２点目でございますが、歳入における特別交付税を

除く地方交付税の割合は約27％、金額では44億1,000

万円となっておりますが、過疎債からの還元分として

は、どのくらいの割り合いになるのか、お伺いをいた

します。

3点目。当初予算を市民１人当たりにしますと、約

120万円という金額になりますが、この背景をどう捉

えておられるのか、お伺いをいたします。以上、質問

席からの質問とさせていただき、答弁をお伺いしてか

らの再質問をさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

伊藤議員からは大きく２つのご質問をいただきまし

た。

はじめに、尾花沢市の農業政策について、お答えを

いたします。

１つ目の、今年度の水田営農計画の状況についてで

ありますが、水田を所有する農業者がその年の水稲や

転作作物の作付け計画を届け出る「水稲生産実施計

画」になりますが、昨年の12月に計画のもととなる令

和７年産米の生産の目安が県から示されました。

本市におきましては13,854トン、面積に換算いたし

ますと前年に比べ58ha増の2,349haとなっており、こ

れを受け市農業再生協議会では、各農家へ前年より

５％から６％増やした面積を配分をさせていただいて

おります。その結果、令和７年産における主食用米作

付け計画面積は、前年度より171ha増の2,272haとなり、

これは過去５年間で最大の計画面積となっております。

近年の米の需要増加や価格高騰により、本市における

稲作農家の生産意欲が上昇し、結果として主食用米作

付け面積の増加に繋がったものと考えております。

しかしながら、県から示された生産の目安まで70ha

ほど作付可能な面積を残しておりますので、今後とも

この様な状況が続くとすれば、各農家への配分の算定

方法や大規模農家への配分割合を見直していく必要が

あるものと考えております。

次に、畑地化促進事業についてでありますが、水田

を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対し

て支援する事業であり、今年度で３年目となります。

この事業により令和５年度は56経営体の120.3ha、令

和６年度は136経営体の265.2haが畑地化され、これま

でに畑地化された面積の合計は385.5haと転作面積の

約２割に達しております。また、令和７年度の申込状

況については、希望調査では100経営体、142.6haであ

りましたが、要件精査により５月21日時点での対象面

積は、124.0haとなっております。畑地化促進事業に

ついては、国の支援が終了する６年目以降、耕作不利

な中山間地での営農継続が困難となり、耕作放棄地の

増加が心配されております。国では、令和７年４月11

日に、食料・農業・農村基本法に基づく「食料・農

業・農村基本計画」を閣議決定し、令和９年度から水

田政策を根本的に見直す方針を示したところでありま

す。これにより、水田を対象として支援する水田活用

の直接支払交付金から、作物ごとの生産性向上等への

支援へと転換されることになります。具体的な内容に

つきましては、現在、国で検討中でありますので、今

後も国の動向を注視しながら、畑地化された農地を含

めて地域の農地をどう活用し、守っていくか、地域全

体で話し合っていく必要があると考えております。

次に、尾花沢すいか農学校についてでありますが、

開校２年目となり、今年度は12組14名が入校され研修

に励んでおります。先進農家での技術研修をはじめ、

座学での理論の習得や経営管理などを中心に、年度末

までのカリキュラムに沿った研修を実施してまいりま

す。本市のスイカ農家は、年々高齢化により離農者が

増加する一方で、新たに市外や県外からの若手生産者

が参入され、研修元の農家や先輩農家へ積極的にアド

バイスを求めるなど、意欲的に生産に励んでおり、現

場は活気に満ち溢れているように感じられます。今後

とも、新規就農者の確保・育成に向けて、尾花沢すい

か農学校ホームページやＳＮＳでの情報発信のほか、

首都圏での移住相談会や新農業人フェアなどの相談会

へ積極的に参加して、全国の意欲ある就農希望者を尾

花沢市に呼びこむ戦略に取り組んでまいります。尾花

沢すいか農学校を卒業された若者が、尾花沢すいかの

ブランドの更なる向上に尽力され、「夏スイカ日本

一」の生産量維持や、今後も高値で取引きされる高品

質なスイカづくりにつながるよう、関係機関が一丸と
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なり、すいか農学校の運営に努めてまいります。

次に、今年度の一般会計予算についてお答えをいた

します。

なお、１つ目の過疎対策事業債についてと、２つ目

の普通交付税に係る過疎対策事業債算入分につきまし

ては、担当課長より答弁いたさせます。

私からは、当初予算における市民１人あたりの予算

額について、その背景をどのように捉えているかとの

ご質問にお答えを申し上げます。過去３年を遡り、令

和４年度からの市民１人あたりの予算額の推移を見て

みますと、令和４年度が約82万円、令和５年度が約89

万円、令和６年度が約104万円、令和７年度が約124万

円と年々増加しており、令和４年度と令和７年度を比

較しますと42万円の増となっております。これは、人

口が減少している一方で、一般会計の予算総額が年々

増加していることによるものでありますが、予算総額

が増加している主な要因といたしましては、次の２点

が挙げられます。

まず１点目が「ふるさと尾花沢応援寄附金」の増加

によるものであります。当初予算における「ふるさと

尾花沢応援寄附金」及び「ふるさと尾花沢応援基金繰

入金」の合計額を見てみますと、令和４年度の16億円

に対して、令和７年度は約30億1,100万円と約14億

1,100万円増加しております。

２点目は、投資的経費の増加によるものであります。

昨年度の「統合小学校建設用地造成工事」、今年度の

「尾花沢小学校新設工事」と大規模事業に本格的に着

手していることから、ここ数年の投資的経費も増加傾

向にあり、令和４年度と令和７年度の当初予算におけ

る投資的経費を比較してみますと、約24億1,300万円

増加しております。そのため、これら２つの増加要因

を除いた上で、市民１人あたりの予算額を試算してみ

ますと、令和４年度が約70万円、令和７年度が約75万

円となり、５万円程度の差が生じます。この差につい

ては、主に物価及び人件費の高騰によるものと捉えて

おります。投資的事業につきましては、引き続き、大

規模事業の進捗・財政状況の推移を踏まえながら、実

施計画に基づき、予算化・事業着手していく考えであ

ります。また、「ふるさと尾花沢応援寄附金」につき

ましては、本市にとりまして大変貴重な自主財源とな

りますので、関係機関等とも協力し、さらなる寄附拡

大に向け取り組みながら、健全な財政運営に努めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

私のほうからは、「過疎対策事業債の今年度末残

高」及び「今年度の普通交付税に係る過疎対策事業債

算入分」についてお答えいたします。

まず１点目の、今年度末時点における過疎対策事業

債の現在高見込みについてですが、全体で約130億

5,700万円のうち、約77億3,100万円、率にしますと

59.2％が過疎対策事業債分と見込んでおります。

続いて、今年度の普通交付税算定にあたっての過疎

対策事業債の算入分についてですが、今年度の過疎対

策事業債の償還額を約７億9,500万円と見込んでおり

ますので、基準財政需要額として算入される分につき

ましては、その７割、約５億5,700万円と見込んでお

ります。また、今年度当初予算におきましては、普通

交付税を44億1,000万円としておりますので、過疎対

策事業債に係る基準財政需要額の算入分としましては、

率にしますと12.6％になることとなります。以上でご

ざいます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

それでは、順次再質問をさせていただきたいと思い

ます。まず１点目に関してなんですけれども、まず事

前に議長を通して、農林課のほうから今年度の水田作

付面積の詳細について資料をいただきました。これを

見てですね、私まず思ったのは、ああよかったなとい

うことでございます。答弁にもございましたように、

作付面積の目標に対して、過去３年ぐらい見ますと、

令和４年はなんとか95％作付けされておりましたけれ

ども、以降、91％とかそういう推移をたどっておりま

した。今年度が96.7％で、昨年比で171haですか、作

付面積が増えているという内容でございました。この

背景、答弁にもあったんですけれど、私伺ってる内容

では、市のほうから面積が当初のいわゆる募集に対し

て、余った部分に対して作付けもっとできますよとい

うフォローしていただいたというように、私はしてお

りませんけれども聞いております。この辺について、

農林課長から説明していただければと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。令和７年産米の作付面積につき

ましては、山形県のほうから、主食米の作付配分がな

されました。それを受けまして、本市農業再生協議会
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の皆さんとお話し合いをさせていただきながら、令和

７年産米の主食用米につきましては、農家の皆さんへ

昨年比５％から６％の面積を増やした形で配分をさせ

ていただいたところでございます。ただその結果を見

てみますと、思ったように農家の皆さんが作付けの増

につながってなかったという経過がございました。そ

れを踏まえまして、農林課といたしまして、再度農家

の皆さんに、主食用米を作りたい農家の皆さんもいら

っしゃるんではないかという思いもありましたので、

再度主食用米の追加注文をさせていただいた結果とし

て、面積の増につながったという要因もございます。

以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

まさにですね、丁寧なフォローがこの実績を生み出

していただいたといっても、私は過言ではないという

ふうに思います。ぜひこのような方法ですね、まあ今

年度だけでなくて、来年度以降も基本的な進め方とし

て、ぜひ私は進めていただくべきではないかなという

ふうに考えるものですが如何でしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

令和８年米以降につきましてのご提案でございます

けれども、今年度の結果を踏まえまして、令和８年度

の農家の皆さんに、配分方法につきまして、再度です

ね、本市の農業再生協議会の皆さんとお話をしながら、

令和８年産米の配分については、農家の意見も聞きな

がらですけれども、検討をさせていただきたいという

ふうに思います。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

ぜひお願いしたいと思います。あと次の質問なんで

すけれども。今年度の営農計画の中で、地域計画を今

年度からスタートして、いろいろ集積も進められてい

るわけでございますけれども、営農農家戸数としては、

昨年比、あるいは以前から見た場合、どんな推移を今

しているのかお伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

農家戸数の推移というご質問でございますけれども、

毎年農家数を把握するというのは、困難な状況でござ

いまして、農家の戸数を把握する実態調査といたしま

して、農業センサス、尾花沢市の統計というものがご

ざいます。直近では令和２年度に農業センサスが実施

されておりまして、今年度令和７年度が調査年度とい

うふうになっております。令和２年度の農家戸数の実

態でございますけれども、1,511戸となっております。

令和７年度、本年度農業センサスの実施年となってお

りますので、農家数の推移について、今後とも把握し

てまいりたいというふうに思っております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

もう１点でございますけれども、いわゆる農地の賃

貸も、今進められているところでございますけれど、

まだ個人対個人というケースも見受けられるようでご

ざいますが、その反面ですね、農地中間管理機構、あ

るいは農業再生協議会、こちらを通した手続きの推移

状況です。この辺は今どうなっていますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。農地中間管理機構を通した賃貸

契約の状況でございますけれども、令和５年度につき

ましては、貸付人数42人、借受人数36人、面積といた

しまして、31.6haの実績がございました。令和６年度

地域計画ですか、地域計画の話し合いが本格的に行わ

れまして、令和６年度中に、農地中間管理機構を活用

した賃貸契約につきましては、貸付人数93人、借受人

数64人、面積といたしまして、60.1haの実績となって

おりますので、やはり地域計画の地域の話し合いの中

で、今後の農地の活用が話し合われ、管理機構の活用

につながっているのではないかなというふうに感じて

いるところです。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

まさにその通りではないかなというふうに、私も思

いました。地域計画、今年度からスタートいたしまし

た。これ毎年、35ブロックでしたっけか、の中で毎年

継続した話し合いがされていくわけでございます。そ

して今度は、賃貸だけでなくて、全体的な農地の集約

とか、そういうステップを得ながら、尾花沢の地域計

画が活きていくんだなというふうに私は思っているわ

けでございますけれども、ぜひこの中でですね、これ

３月の一般質問の中でも私申し上げました。といいま
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すのは、２点目の畑地化の部分で、答弁書に記載して

いただきましたけれど、耕作放棄地が心配されると。

畑地化がやっぱりもう今年３年目、あと２年しかござ

いませんので、これが過ぎますと、やっぱりこういう

心配が出てくるんではないかなと、私も危惧をしてい

るところでございます。その中で１つの手段として、

現在進められております多面的機能支払い事業、それ

から中山間直接支払い事業で、大きな事業として、２

つあるわけでございますけれども、今の対象面積を見

ますと、多面的機能のほうが約2,961ha、中山間のほ

うが329haというふうになっております。尾花沢の全

体の水田面積からすると、約1,000haは、このいずれ

にも該当していない農地がまだあるというふうなこと

になるわけでございます。ぜひその地域計画の中で行

われる話し合いの中で、こういう団地化といいますか、

組織化についても今後の１つのテーマとして、ぜひ取

り上げていただきたいと、前回なかなか難しいテーマ

ではないかというようなことでございましたが、再度

またこの件についてはお願いしたいと思いますが、如

何でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えいたします。畑地化事業につきましては、市

長の答弁にもありましたけれども、今年度が３年目と

いうことで、畑地化された面積、本市とっては本当に

中山間地域が多い地域ということで、転作面積のすで

に２割を超えております。畑地化事業に取り組んだ農

家の皆さんにとっては、５年間の支援で終わってしま

うという心配がなされております。５年目以降、どう

やってあの畑地化した農地を守っていくのかというと

ころは、現在、国で検討中でございますので、国の政

策が示されたならば、農家の皆さんはじめ、関係機関

の皆さんに、国の政策に基づいて、市の方針も決めさ

せていただきたいというふうに思っております。

あと、中山間直接支払い制度と多面的機能支払い交

付金につきましては、市の水田面積のまだ1,000haが

取り組んでいないというお話でございますけれども、

やはりあの年々、両事業につきましても、対象面積が

減ってきているという状況でございます。これにつき

ましては、国の要望にも書かせていただいております

けれど、事務の扱いが非常に大変であるという各団体

からのお話をお聞きしておりますので、国に対しては、

事務の効率化の要望もさせていただいておりますけれ

ども、ぜひあの私どもからも、広域的な取り組みとい

うことで、１つの集落を広域的に取り組んで、事務の

できる方を、できる方にやっていただくということや、

あとは事務の委託業務なども、今後本市でも検討させ

ていただいて、ぜひあの国の制度でありますので、農

家・農地を維持していくためには、本当に素晴らしい

制度でありますので、ぜひ市内全地域で活用できるよ

うに、今後とも市のほうでも支援をしてまいりたいと

いうふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

今ありましたように、確かに今実施している団体の

中でも、やっぱり面積が減少したり、あるいは組織そ

のものがちょっと危なくなっているというふうな話も、

私もお伺いしておりました。やっぱり、この今進めて

いる２つの事業によって、まあ足かせと言ったら変で

すけれども、この事業をやることで農地が守られてい

くというふうな部分は実際あるわけでございますので、

ぜひあの、今答弁いただいたような内容も含めて、ぜ

ひ尾花沢市としてできる部分をいろいろと模索してい

ただいて、この4,200ha、水田、転作面積を含めて、

ございますけれども、この農地が水田が守られていく

ように、ぜひ今後とも進めていただきたいというふう

にお願いをしたいと思います。

あと、２点目の畑地化促進事業で答弁にはなかった

ようなんですが、いわゆる今の段階で、特に問題点と

いうものはないというふうに捉えてよろしいですかね。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

畑地化事業につきましては、本市にとっては有効な

施策ということで受け止めております。問題点につい

ては、農家の皆さんの不安は、５年後どうなるという

不安はあろうかと思いますけれども、本市にとって畑

地化事業に取り組んでの問題点というのは、今のとこ

ろございません。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

あとですね、まあこれ参考までお伺いしたいなと思

います。今年度からいわゆる畑地化促進事業の内容と

いいますか、関連した部分なんですが、いわゆる令和

４年からスタートした令和８年まで、水田活用のエリ

アの田んぼには１回水張りをしていただきたいという

ふうな部分があったわけでございますけれども、今年
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度一部見直し、新たな選択肢が加えられました。土壌

改良等の措置による連作障害をなくす手立てをすれば、

水張り事業を水張りはする必要はございませんという

ふうな変更点があったわけでございますけれど、スタ

ートした令和４年から去年まで、尾花沢市で、この実

際水張りをした農家さんは把握、もししておられまし

たら教えていただきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

実際２年間で水張りした農家数でございますけれど

も、ちょっと今あの資料をお持ちでないので、後ほど

実績のほうを報告させていただきたいというふうに思

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

わかりました。あの最後の質問になりますけれども、

先ほど答弁の中にございましたので、やはりあの令和

９年から水田活用直接支払い事業、これが大きな見直

しをされるという決定がされました。その具体的な内

容についてはまだ見られないわけですけれど、やはり

あの尾花沢市としましては、政策そのものを基本的な

政策はもちろん国ということになるわけでございます

が、今までもその国の政策に対しても、尾花沢市とし

てのいろいろなフォローをしていただいたと私は思っ

ています。令和９年から、どうなるかは分かりません

けれど、またその新たな事業の中で、尾花沢市として、

ぜひこの農地をいかにして守っていくかという大変大

きな課題が出てくるかと思いますけれども、基本的な

考え方として、どういうふうにしていくのかというふ

うな部分で、お願いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

市長の答弁にもございましたけれども、国のほうで

は、令和９年度から、水田政策の根本的にこう見直し

ていくんだということが示されております。具体的な

内容については、まだ示されておりませんが、方針と

して水田を対象としている水田活用直接支払い制度か

ら、作物ごとの生産性向上へと支援を転換していくと

いう方針が示されましたので、この具体的な内容です

ね、そちらのほうを国のほうで検討中でございますが、

その具体的な内容を踏まえまして、本市といたしまし

ては、農業者の皆さんのご意見、そして関係機関との

話し合いを行いまして、９年度以降の農業政策に向け

て、農業者の皆さんにお伝えしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

よろしくお願いしたいと思います。えっとあのすい

ません。３点目のすいか農学校の今年度の進め方の部

分で、１点だけお伺いしたいと思います。今年度12組

14名のすいか農学校で、このうち市外から半分、半分

は市外の方が受講されているというふうなことでござ

いましたが、この研修期間、去年からスタートいたし

まして、１年から２年研修していただいて、実際この

現場のものを生産活動というふうな予定だったと思い

ますけれども、昨年度研修された方の今年度の実情と

いいますか、実績といいますか、どうなっているんで

しょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

お答えをいたします。すいか農学校では、栽培技術

習得のための農業研修を、最大２年間の研修期間とし

ておりまして、研修後独立することを要件としている

ところでございます。昨年度からスタートいたしまし

たすいか農学校の研修生の中で、独立就農された方は

７名でございます。現在研修している学生につきまし

ては、14名の方々が、すいか農学校で研修生として研

修されているという実情でございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

あの２年目も、順調に進んでいくことというふうに

思いますけれども、やはり特に尾花沢の農業の中でも、

いわゆる特産とされているスイカ。しかしながら、な

かなか機械化もできないというふうな反面、その反面

も持ちながらですね、ぜひあのこれからの、約300ha

と聞いておりますけれど、スイカをぜひ維持するため、

７月には、また首都圏で移住相談会と農業人フェア開

催していただくというふうなことでございますので、

ぜひあの意欲のある人たちから１名でも、尾花沢に多

く来ていただいて、できれば私はですね、スイカのみ

ならず、もし稲作やりたいという希望の方がいれば、

そういう方にも、じゃあ稲作、尾花沢で勉強していく

かというような声掛けをしていただいてもよろしいの

かなというふうに思うんですが、結城市長如何ですか。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

決してスイカだけに限定するつもりもないんですが、

たまたま、スイカのいわゆる生産することで、いわゆ

る収益が上がるという、いわゆる現実的な部分がやは

り評価されておられるんだろうというふうに考えます

と、今の流れっていうのは非常に自然なのかなと。一

方、尾花沢市においても、米生産者の方々は非常に大

変な思いで生産をされたという過去の話。どちらかと

いうともう過去になりつつあるんですが、まあそうい

う中で、昨今の米の高騰というものを考え合わせると、

これからの米作りに、まあ１つの光が差してきたと、

昨年からＪＡさんにおいても、概算金も非常にこう高

くなってきて、そして生産者のほうも、１つこう安堵

のところが出てきた。一方で、国の政策そのものも、

現在の農林水産大臣の発言から察しますところ、これ

から見直しが入るとすれば、生産者にとって、なおか

つその今我々の地域でも、増産される状況、米が非常

に足りないという日本の中の現状からすれば、また１

つこういい兆しが出てくる。そういうことを考え合わ

せると、スイカもさることながら、米作りも若い方々

にも浸透していくような土壌が出てきているように私

も思いますんで、まあ農業人フェアの中でも、そうい

うことも声掛けしていければというふうに私もも思い

ますし、そういうふうにしていきたいというふうに思

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

あの実は今までニーズがなかったということではな

いんです。私の知ってる方が、ぜひ誰かにもうこのう

ちの経営を一切任せたいと、機械も全部預けるという

ふうなところでスタートしたんですけれど、残念なが

らちょっと途中で挫折してしまったという経緯も私も

知っております。ぜひあのそういう希望者がいればで

すね、そういうぜひまたしたいというふうな方もいる

かと私は思います。農林課長いかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

農林課長。

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君）

本当に本市の基幹作物は水稲だと思っております。

面積、農地面積についても、まあ水稲の面積が広大で

あるということで、ただあの基盤、水田作付けの基盤

はあっても、やはり高齢化により引退する農家の方も

今後多く出てくるのではないかなということが危惧さ

れておりますので、今後は、伊藤議員仰るとおり、農

業経営を継承するという施策に向けて、新規就農者の

育成なども図っていく必要があるのかなというふうに

考えております。あとすいません。先ほど伊藤議員か

らのご質問ございました令和４年度から始まりました

水張りを行った実績について、お答えをさせていただ

きたいと思います。令和４年度につきましては、実績

がございませんでした。令和５年度につきましては、

３名の方、2.3haの水張りを実施していただきました。

令和６年度につきましては、25人、11.7haの水張りの

実績となっております。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

ぜひあのそういう水稲も尾花沢の大事な産業の１つ

というふうな位置づけで、ぜひ拡大したそういう支援

もいただけるようであればと、また１つの尾花沢の力

というふうになるかと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

あまり時間がなくなってしまいました。一般会計予

算でございますけれども、やはりあの私毎年こう資料

を作っているんですが、ここ数年、今年度、１人当た

り120万円というような金額になりましたけれど、だ

いたいあの尾花沢市は県内で１人当たりトップでござ

います。人口の割合には、面積372㎢ですか、面積も

広いし、やっぱりその基本的な部分が、私は他の自治

体よりも多く費用が発生してしまう要因になっている

のではないかというふうには思ってまいりました。た

だ、いわゆる実質公債比率はですね、18％ですか、こ

れ超えてしまうと、起債許可団体というふうなことに

なってしまう。これ、過去に１回あったわけでござい

ますけれども、これをですね、やはりどうしても私は

抑えていかなければいけないというふうに思っており

ます。このために一番重要なこと、なんであるかと財

政課長考えておられますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

お答えいたします。あの一番大切な、重要なことは

何かということで、あの１つだけお答えしないといけ

ないのかもしれませんけれども、私は財政運営にあた

りまして、常に２つのポイントで取り組んでおりまし

て、１点目が、地方債の発行額の抑制です。２点目が

有利な地方債の活用。この２つです。実質公債費比率
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の算出方法を極めてこう大まかに申し上げますと、標

準財政規模に対する元利償還金の割合ということにな

ります。従いまして、極端な話を申し上げますと、地

方債を発行しなければ、基本的には毎年実質公債費比

率が改善していきます。しかしながら、財政力の脆弱

な本市におきましては、例えば投資的事業に取り組む

場合、どうしても地方債を発行して財源を確保しなけ

ればなりません。そういった中で、地方債の発行を抑

制するためにはどういうふうにしていけばいいのかと

いうことですけれども、これは補助事業を有効活用す

ることだと思っております。県や国、そして例えば、

外部団体の助成金なども含めまして、補助事業を活用

して、地方債の発行額そのものを抑制していくという

ことになるのかと思います。

また、地方債を発行するにあたりましては、いわゆ

る後年度負担を考えていかなければなりませんので、

よく有利な地方債というようなことで申し上げており

ますけれども、後年度、その償還額に対して、地方財

政措置のある、いわゆる有利な地方債、これを活用し

ていくということが大切なんだろうなというふうに思

っております。将来負担比率ということを、なかなか

聞かれたりすることが少ないんですけれども、私は実

質公債費比率と同様に、将来負担比率が大変重要だと

思っておりまして、将来負担比率の改善が結果として、

実質公債費比率の改善につながっていくというふうに

思っておりますので、これらの点に注視しながら、財

政運営のほうに取り組んでいきたいというふうに考え

ております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

やはりあの基本的には、今あったような国庫支出金、

あるいは地方交付税とかいう、いわゆる国・県の助成

的な部分を大きくしていくというふうなことは理解で

きるんですけれど、なかなかやっぱり、財政の中で厳

しくなった時は、その地方債というふうな捉え方にな

ってしまうのではないかなと。その地方債の中でも、

今課長からありましたように、過疎債というのは、有

利な地方債というふうにこう言われているわけなんで

すけれども、そのいわゆる債務の中で、７割は地方交

付税というふうな部分だけなんでしょうか、その過疎

債の有利な部分というのは。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

お答えいたします。あの財政的な面で申し上げれば、

今議員御指摘のように、後年度の借金の返済元利償還

金に対しまして、７割普通交付税を算定するにあたっ

ての基準財政需要額に算入されるっていうのは、大き

なメリットであります。ただ、別な視点で考えますと、

過疎対策事業債につきましては、借金ではありますが、

補助率70％の補助事業というような考え方もできます

し、本市のように過疎地域がですね、持続的に発展し

ていくために、例えば産業の振興であったりとか、住

民福祉の向上に資する事業に活用できるということが、

違う面での有利な部分ではないかなというふうに考え

ております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

最後の質問というか、お願いになろうかと思います

けれども。以前２回ほど我々議員の希望者を対象にし

て、いわゆる財政課長からいわゆる今の市の財政状況

について、勉強会を２回ほど開いていただきました。

小学校建設も以前から見ると、あるいはゴミ焼却場も、

あの時から見ますと、かなり事業内容の具体化してる

んではないかなというふうに思います。ぜひあの今年

度の決算辺りを見込んでですね、また、いろいろ議員

が市の財政について、いろいろ勉強していくという機

会をぜひ設けていただきたいなというふうに思います

がどうでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

お答えいたします。昨年、一昨年と10月にですね、

勉強会のほうを開催させていただきました。一昨年の

部分につきましては、財政計画の提示を求められてい

たということもありまして、大規模事業に関する事業

費、まあ暫定的な数字で仮り置きしたもので、暫定版

ということで、昨年度につきましては、統合小学校、

ゴミ処理施設のほうについて、ある程度事業費のほう

が詰まってきておりましたので、その内容で見直しし

ております。今後も勉強会のほうは開催させていただ

きたいなと思ってるんですけれども、そのタイミング

としましては、公立病院、北村山公立病院の事業費、

あとは財源の確保方法などについて、ある程度明確に

なった時点でですね、もう一回、大きなところを見直

しして、勉強会させていただきたいというふうに考え

ております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）
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伊藤議員。

◎２番（伊 藤 浩 議員）

ぜひお願いしたいと思います。以上で、私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、伊藤浩議員の質問を打ち切ります。

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 午後０時03分

再 開 午後１時00分

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

再開いたします。

次に１番 青野隆一議員の発言を許します。青野隆

一議員。

〔１番 青野隆一 議員 登壇〕

◎１番（青 野 隆 一 議員）

通告にしたがいまして、３点にわたり一般質問を行

います。よろしくお願い致します。

１点目は来年度更新期を迎えます指定管理制度につ

いてお尋ねをいたします。

指定管理制度とは、多様化する住民ニーズにより効

果的・効率的に対応するため、公の施設の管理運営に

民間等の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図

るとともに、経費の削減などを図ることを目的として

います。議長から許可をいただきましたので、説明資

料、両面刷りですが、１のほうをご覧いただきたいと

思います。徳良湖温泉の経常利益でありますが、平成

30年度から令和５年度までの６年間の累計赤字は、

3,454万7,000円となっております。一方、市が支出し

ている１年間の指定管理料は、371万円から1,514万

5,000円と、大幅に増加をしています。住民サービス

の向上を図るとともに、経費の削減等を図るという指

定管理制度の目的とは相いれない真逆の状況と考えま

すが、市長のご所見をお伺いいたします。さらに、ふ

るさと振興公社全体に対して、この６年間で７億

3,527万5,000円の指定管理料及び業務委託料など多額

の支出をしております。しかし、この６年間の経常利

益はわずかに22万8,000円と、極めて厳しい運営状況

が続いております。また、赤字部門と黒字部門が完全

に常態化しており、指定管理料の積算根拠については、

抜本的な見直しが必要と考えますが、市長のご所見を

お伺いいたします。

２点目は、スクールバスについてお伺いいたします。

まず現在、スクールバス業務委託に携わっている運転

手の皆さんの平均年齢は、おおむね何歳ぐらいかお尋

ねをいたします。また、2024年問題や生産年齢人口の

大幅な減少によって、運転手のなり手不足が全国で起

きております。小中学校統合によって、さらにスクー

ルバスの台数が増えますが、これまで通り運転手の確

保ができるのかどうかお尋ねをいたします。さらに運

転手を確保するためには、現在の業務委託料の大幅な

見直しや、車庫棟の建設など、労働環境の改善が必要

不可欠と考えますが、教育長のご所見をお伺いいたし

ます。

３点目は、新町中央商店街の火災対応についてお伺

いいたします。去る５月29日未明に発生した火災は、

昭和50年の鶴子大火や、昭和51年の牛房野の大火にも

匹敵する、あるいはそれをもしのぐ戦後最大級の大規

模火災となりました。改めまして、被災された皆様に

心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い

復興をお祈り申し上げます。そして、私たち市政研究

会でも緊急要望をさせていただきましたが、がれきの

処理については、一括して公費を負担して実施すると

した結城市長の英断に対し心から敬意と感謝を申し上

げ、何点か質問をさせていただきます。

令和６年度に、消防庁が示した市町村長による危機

管理の要諦によれば、最も重要なことは、駆けつける、

体制をつくる、状況を把握する、目標対策について判

断する、住民に呼びかけるの５点であるとしておりま

す。このことに対する市長のご見解をお伺をいたしま

す。また、最近の火災では、水不足が指摘をされてお

ります。市内全域による消火活動に必要な水源の確保

とともに、行政、消防署、地域、区長、消防団が連携

して取り組むための火災対応マニュアルを作成しては

如何かお伺いをいたします。

現行法令では対応できない、先ほど申し上げました

がれき処理の公費負担や、被災者を救済するための要

綱を策定する必要があると考えますが、市長のご所見

をお伺いいたします。以上について、市長並びに教育

長の誠意あるご答弁を求め、質問席からの質問を終わ

ります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

青野議員からは大きく３つのご質問をいただきまし

た。順次お答えをいたします。

なお、２つ目のスクールバスにつきましては教育委

員会より答弁をいただきます。
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はじめに、尾花沢市ふるさと振興公社に係る指定管

理制度についてお答えをいたします。

指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、効

果的かつ効率的に対応するため、市が設置する「公の

施設」の管理運営に民間事業者の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的

とするものであり、本市では現在、９つの事業でこの

制度を活用しております。

さて、株式会社尾花沢市ふるさと振興公社が指定管

理者となっている施設は、「徳良湖温泉花笠の湯」、

「徳良湖周辺施設」、「花笠高原施設」の３施設です。

特に「徳良湖温泉花笠の湯」につきましては、利用者

数はコロナ禍以前の水準まで回復傾向にあるものの、

エネルギー価格の高騰や最低賃金の改定に伴う人件費

の増加などにより、販売管理費がかさんでいる状況に

あります。そのため、このような物価変動など社会情

勢の変化に伴い生じた経費の増額に対しては、契約時

に取り交わしているリスク分担に基づき対応しながら、

市民サービスの維持に努めているところであります。

一方、利用者拡大に向けた取り組みにつきましては、

季節に応じた宴会プランの提供や市内小学生無料デー

の設定、食事処べにばな庵の新メニュー考案など、利

用者のニーズを捉えた企画を多数展開するなど、民間

事業者ならではの発想で集客に取り組んでいます。こ

うしたことから、指定管理者制度導入の目的である、

「民間事業者の能力を活用しつつ、住民サービスの向

上を図る」という点においては、制度の趣旨に合致し

ているものと捉えております。公の施設とは、住民の

福祉を増進する目的で設置する施設のため、指定管理

者制度の導入にあたっては、単に経費の節減を図るこ

とができればよいというものではなく、いかに住民サ

ービスの向上を目指すかが重要であると認識しており

ますので、引き続き事業者の自主的な取組みを後押し

してまいります。

次に、尾花沢市ふるさと振興公社の経営状況につい

てでありますが、株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

の経営につきましては、花笠の湯やオートキャンプ場

などの営業部門と、学校給食共同調理場や図書館など

の受託部門に分かれており、営業部門は指定管理者制

度、受託部門は業務委託により成り立っております。

社会情勢の変化やコロナ禍などにより、利用者が低迷

した時期もあったものの、訪日外国人観光客を中心と

した需要の高まりや集客に向けた情報発信の強化など

の企業努力により、令和６年度の決算は３期連続の黒

字、債務超過は７期ぶりに解消するに至りました。尾

花沢市ふるさと振興公社では、現在、令和５年度に策

定した「経営改善計画」に基づき、地域の方々の協力

をいただきながら、全社員が一丸となって経営の安定

化に向けて取り組んでいるところであり、こうした取

り組みが令和６年度決算に成果として現れたものと評

価しているところであります。議員からは、赤字部門

が常態化しているため、指定管理料の積算について抜

本的な見直しが必要ではないか、とのご提言をいただ

きました。指定管理料の積算につきましては、物価の

変動などの社会情勢を踏まえ、人件費や光熱水費等の

需要額から収入の見込み額を差し引いた金額を基に行

い、債務負担行為の限度額を設定しておりますが、こ

れまでも、オートキャンプ場の宿泊料を使用料から利

用料に変更するなど、状況に応じて適宜見直しを行っ

てまいりました。総務省の資料を見ますと、地方公共

団体と関係を有する第三セクター等は全国で約1,100

団体がありますが、相当程度の財政的リスクが存在す

る第三セクターは300団体を超えているとの調査報告

がなされております。本市におきましても、指定管理

施設の老朽化が問題となっており、少なからず経営に

も影響しているものと認識しております。そのほか市

内には、約160棟の公共施設がありますので、将来の

在り方を定める公共施設等総合管理計画の策定を進め

ております。例えば、平成29年度に花笠高原荘検証検

討委員会から提言が出されておりますように、入浴施

設を一元化するとなれば、徳良湖温泉花笠の湯のリニ

ューアルも具体化するなど、指定管理事業にも良い影

響が生まれるものと考えております。この計画につき

ましては、代表区長会等で市民の皆様への説明もしっ

かり行いながら、今後検討していく考えであります。

次に、新町中央商店街の大規模火災の対応について

お答えをいたします。

初めに、市町村長による危機管理についてでありま

すが、総務省消防庁から「市町村長による危機管理の

要諦」という冊子が出されており、市町村長の責任・

心構から緊急参集や応援要請、マスコミを活用した住

民への呼び掛けまで、最も大切なことが64ページにわ

たり明記されております。議員仰せの、５つの行動に

ついても市町村長の責任・心構えに書いてある文言で

はありますが、更にその後段を読み進めてまいります

と、例えば「駆けつける」は災害対策本部設置予定場

所に一刻も早く駆けつける、と記述されているもので

あります。そして、市町村長が最初に自ら判断すべき

事項として、避難指示の発令と緊急消防援助隊や自衛

隊の応援に係る都道府県への要求とされており、本市
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の場合は庁舎に設置される災害対策本部において陣頭

指揮を執ることが重要であると考えております。

尚、今般の火災に際しましては、火災現場に現地対

策本部を設置し、消防長の指揮のもと状況の把握や消

火活動、村山市消防本部への応援要請を行ってまいり

ましたが、現場の状況については、その都度、迅速に

報告を受けております。その日の朝には、私が主宰す

る庁議を開催し、三役のほか総務課長、総合政策課長、

財政課長出席のもと被災状況を共有すると共に、市営

住宅への仮入居や徳良湖自然研修センターへの宿泊案

内など、建設課ほか５課に被災者への対応の指示をだ

しております。

また、午前中には避難所となっている中心商店街活

性化センターへ職員を派遣して、保健師による健康チ

ェックのほか、マイナンバーカードや医療証の再発行

についても対応させていただいたところであります。

その後、15時16分の鎮火の報告を受け直接現場を確認

した後、避難所となっていました中心商店街活性化セ

ンターに出向いて、被災された方々のお見舞いをさせ

ていただくとともに、お声をお聞きしてきたところで

あります。

次に、消火活動に必要な水源の確保と、火災に対応

したマニュアルの作成についてお答えをいたします。

消防水利の計画的な整備につきましては、防火水槽

を毎年２基新設する計画であります。特に中心市街地

につきましては、早期に整備を進め、消防水利の拡充

を図ってまいりたいと考えております。

また、消火栓につきましては、水道管の敷設替えに

合わせ、老朽化した消火栓の更新を図っているほか、

地権者からの要望により移設を実施している状況であ

ります。火災に対応したマニュアルの作成につきまし

ては、災害対策基本法に基づき策定しております「尾

花沢市防災計画」の中で、日頃の防災活動から発災時

の行動、復旧・復興まで、各関係機関と地域住民が連

携して行動することとしており、既に火災についても

それぞれの役割が明記されております。

また、市が作成して各地区区長に配布させていただ

いています「自主防災組織設立・運営マニュアル」の

中では、自主防災組織の役割と活動が示されておりま

すので、今回を機に、あらためて本マニュアルの更な

る周知を図るとともに、各地区における実践的な防災

訓練の開催に努めてまいります。自主防災組織は、自

分たちの地域は自分たちで守るという意識を一人ひと

りが持ち、発災時に備え、平時から訓練しておくこと

が重要でありますので、住民自らが防災の意識をもっ

て地域づくりができるよう、しっかりと伴走支援して

まいります。

次に、被災者支援のための要綱の制定についてお答

えいたします。

この度の火災につきましては、災害救助法の適用も

含め、国や県における現行の被災者生活再建支援制度

に該当するものではございません。そのため、既に議

員の皆様方にもご説明させていただきましたとおり、

新町中央商店街の早期の復旧・復興を目的とし、火災

により焼損した建物のがれき等を公費により市が一括

して撤去することといたしましたので、その取り組み

に際して要綱等の整備を進めているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

私からは２つ目のスクールバスについてのご質問に

お答えいたします。

本市では、教育環境の充実を図るため、遠距離通学

者用のスクールバスを運行しており、学校や市内事業

者などと連携し、安全・安心な通学を確保しておりま

す。

はじめに、スクールバスの運転手の平均年齢ですが、

約59歳であります。

次に、スクールバスの運転手確保についてですが、

近年「2024年問題」として運転手不足が全国的な問題

となっており、本市におきましても将来は運転手の確

保に苦慮するものと懸念しております。そのため、労

働環境の改善や人件費の上昇等の社会情勢にも可能な

範囲で対応するとともに、人材確保が難しい場合は、

市外事業者や旅客自動車運送事業者以外の大型車両の

免許所持者が多く所属している民間事業者等へも対象

を広げていく必要があると考えております。

次に、業務委託料の見直しや車庫棟の建設について

ですが、本市のスクールバス運行に係る業務委託は、

指名競争入札により一時間当たりの単価契約を締結し

ており、一日当たりの平均で、一台ごと約14,000円か

ら19,000円をお支払いしております。

また、車庫につきましては、令和６月12月議会の一

般質問でもお答えしたとおり、今年度から本格的な大

規模事業に着手しておりますので、その必要性につい

ては理解するものの、すぐに事業着手することは困難

な状況にあります。大規模事業への取り組みが落ち着

けば、検討の余地も出てくるものと思われますので、

その際に改めて検討してまいりたいと思います。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

それでは自席から再質問させていただきます。最初

に資料１の支出項目の１番下から２段目、これ通常利

益というふうに訂正お願いしたいと思います。

それではですね、私が書いた徳良湖温泉の入館者の

下に指定管理料と市指定管理料２段階書きになってお

ります。指定管理料については、ふるさと振興公社の

決算書でございまして、市指定管理料は、市の決算書

から私抜粋させてやりました。年によって相当大きな

乖離があるんですが、この乖離について、もし説明が

可能でありましたら、お願いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。令和３年度と４年度の指定管理

料の部分の公社のほうの決算書と、市のほうの決算書

の金額の違いというか差についてでありますけれども、

公社におきましては、決算書上は消費税を抜いて計上

しております。また、市の決算書については、消費税

を含めた形で、支払った金額というようなことで、計

上しているというところで、差が出てきている部分が

ございます。またあの、令和３年・４年については、

コロナの関係と燃料価格の高騰によりまして、市のほ

うで指定管理料の増額、また支援金といったものをお

支払いしておりますけれども、その部分についても、

こちらの方では営業外収益のほうに含めて決算してい

るというようなことも聞いております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

今、商工観光課長からあったんですが、これですね、

ちょっと私、今の答弁では承知することがちょっとで

きないです。令和３年度と令和４年度、ものすごく、

令和４年度なんかは、公社は800万円ですけれど、市

は1,400万円、ちょっと消費税の関係とはまた別の意

味で、この内容については、精査したものを改めて教

えていただきたいと思います。あと、営業外収益につ

いても、確かに今おっしゃられたように、コロナの中

でいろんな国の支援策がありまして、まあ、そのトー

タルかなというふうにも思うんですが、これについて

も、今日時間がありませんので、改めてその辺の内容

については、お知らせいただければなと思っておりま

す。

２点目ですけれども、同じく徳良湖温泉の経常利益

を見ますと、ずっと６年間赤字が続いておりまして、

トータルで3,400万円以上の赤字決算となっています。

この赤字という部分については、公社ではどのように

この穴埋めをされているのか教えていただきたいと思

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。資料に記載の平成30年から令和

５年という、この期間については、本当にあのコロナ

の感染拡大、あとはエネルギーコストと物価上昇とい

った社会情勢の変化が本当に大きかった時代なのかな

というふうに、時期だったのかなというふうに捉えて

おります。その中で、公社のほうも努力をされまして、

売り上げについては伸ばしてきているというものの、

やはり、今言った社会情勢の変化で、管理費、エネル

ギーコストも含めた管理費が上昇してきたために、結

果として赤字というような状況になってしまったとい

うふうに捉えております。その中で公社のほうも、花

笠の湯以外のさまざまな施設を指定管理として管理す

る中で、やはりあの利用者の拡大であったり、経費の

削減というような取り組みの中で、先ほど市長からも

ありましたとおり、６年度決算についても、黒字とい

うような結果になってきているというふうに捉えてお

ります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

商工観光課長は、今年就任、就任と言いますか、配

置をされまして、私申し上げているのも、やっぱりず

っとそういう指定管理制度そのものの、やっぱりこう

経過がありますので、答弁につきましては、総合政策

課長、あるいは社長経験でもある副市長も含めて、ぜ

ひですね、的確なご答弁をお願いしたいなと思ってお

ります。今、商工観光課長のほうからは、ちょっと答

えにはなってないと思うんですが、いわゆる累積赤字

というものが3,500万円。これを公社、この単体の経

営だったらもう倒産していますよ。とっくに。ところ

が、それを倒産をしないでこれを乗り切っているとい

う。その中身については副市長どう思いますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

副市長。

◎副市長（横 沢 康 子 君）
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会社全体の、3,500万円ほどの累積赤字を会社がど

ういうふうにまあ乗り切っているかといったご質問か

と思います。

営業部門と委託部門ということで、市の事業のほう

を請け負わせていただいておりました。営業部門の中

でも、やはりあの温泉施設を抱えている２つの施設は

かなり経営状況が厳しかったと。一方で、キャンプ場

のほうは、コロナ禍においても、収入を維持すること

ができたといったところで、強み弱みといったものが

あったかと思います。合わせて、業務委託を受けてい

る中で、会社全体として、その3,500万円という赤字

の部分もカバーしながら経営が成り立ってきているも

のと認識をしております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

副市長が答弁されたように、公社全体としてさまざ

まな受託部門のトータル的な意味で、その3,500万円

についても、他の分野での計上した利益の中から、充

当して公社としては経営をされているという、答弁さ

れたとおりなんだと思います。その中でですね、徳良

湖周辺施設についてちょっとお伺いしたいんですが、

これも２段書きに指定管理料と通常利益が分かれてお

ります。令和５年度の、指定管理料は2,517万4,000円

でした。通常利益が1,312万3,000円ということで、半

分以上指定管理料の半分以上は収益と、収益というか

黒字になっております。この表を見ますとですね、や

っぱり指定管理料の積算というもの、赤字、あるいは

黒字というものが、この指定管理料、あるいは委託料

によって、大きく作用しているんじゃないかなという

ことが分かります。そうしますと、やっぱり私、壇上

でも質問席から申し上げましたが、この１個１個の今、

委託あるいは指定管理をされている、やっぱり部門に

ついての精査が必要なんじゃないかなというふうに思

っておりますけれども如何ですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。指定管理料の積算については、

これまでも、その指定管理を行う時点で、いろいろと

経費の部分、あと人件費の部分積算をして、適正に見

直しを行い、指定管理のほうを行ってきているという

ふうに捉えております。それについては引き続きやは

り指定管理を行う前に、その積算をする時点で、しっ

かりと受託者の考えなどもお聞きながら、進めていけ

ればというふうに考えております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

やっぱりあの積算根拠というものは、その単体ごと

に、果たしてどれぐらいの委託料がふさわしいのか、

どれぐらいの指定管理料がふさわしいのかというのは、

やっぱり発注する側の積算根拠、いわゆる設計書に基

づいてやるわけですから、ここはですね、今ありまし

た十分検討していくということで、ぜひやっぱり来年

度の指定管理に向けて、そういったものを市民に対し

ても説明できるような中身で、今回は精査していただ

きたいなと思っております。答弁の中で、今の指定管

理の目的である、いわば民間事業の能力を活用して住

民サービスの向上を図るという点においては、制度の

趣旨に合致しているものだという答弁がございました。

これもですね、花笠高原荘についてでありますけれど

も、今回どれぐらいの入れ込み客数があったのかも、

私資料を提出をいたしました。花笠高原荘入れ込み客

数4,000人から2,000人まで減っています。そして、指

定管理料700万円から1,500万円と増えております。サ

ービスが向上したという点について考えますと、やっ

ぱり半分の入れ込み客数しかなくなったということは、

やっぱりサービスは、逆に言うと減退をしてるんじゃ

ないかと。そして経費の節減という観点から言います

と、やっぱり２倍の指定管理料が支払われている。経

費が多くなって利用者が少なくなるっていうのは、そ

の判断とした制度の趣旨に合致しているんだという、

そのことがですね、私はやっぱり大きな疑問を持つん

ですけれども、総合政策課長いかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

指定管理制度につきましては、これまでも皆さんと

大いに議論してきたわけですけれども、今、花笠高原

荘を今とって話しされた中では、やはりあの、過去に

設置された時の目的と、今の社会のニーズが、だいぶ

変わってきているのではないかなというふうに思って

います。当時、保養センター的なものが、県内でもい

ろんなところできまして、尾花沢においては、花笠高

原荘、御所の湯も含めた、市民への保養センター機能

として活用してきております。ただし、今現在ありま

すと、徳良湖温泉花笠の湯もありまして、２つ入浴施

設を今１つの市で抱えているような状況になってきて

いるというふうなものであります。そのため、当初目

令和7年6月23日本会議（一般質問）



的とした部分については、今の社会情勢に合わせた使

い方の見直しっていう部分を、改めて検討していくと

いうふうに思っております。市長の答弁にもありまし

たとおり、こういうふうな、入れ込み客数がやっぱり

大きく変わったのは、コロナ禍を経た今現在というの

は、特に見えてきておりますので、改めまして、平成

29年度のあり方の検討委員会の提言に沿った取り組み

を、市のほうでは変わりなく、地区の方々と一緒に、

市民と一緒に取り組んでいければなというふうに思っ

ております。改めまして、来月につきましても、鶴子

地区のほうに６日の日に行って、またそのような議論

をしてきたいと思っておりますので、このあり方につ

いての本当に方向を、やはりここで見直す時期に来た

のかなというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

総合政策課長のご答弁にありましたけれども、やっ

ぱり時代とともに、その施設の果たす役割というのは、

もちろん変化をしていきますし、また十年後ニーズも

変わってきます。やっぱり今回改めて来年度、更新期

を迎えるということで、今言われ答弁されたような、

やっぱり見直しというものを積極的にやっていただき

たいなあと思っております。

あと１点ですけれども、条例では、指定管理につい

ては公募するということに明言をされております。来

年度以降の、指定管理については公募される予定か、

いかがかお尋ねいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

来年以降の公募につきましてですけれども。議員か

らは、条例ということで、尾花沢市、公の施設にかか

る指定管理者の指定手続きに関する条例という部分を、

前ちょっと私のほうとも議論させてもらったことある

と思いますけれども。このあの条例に基づいて、まず

するっていうふうなものになるんですけれども、その

条例に基づいた、基づくものとしては、基本方針とい

うものはありません。市のほうで、指定管理制度の導

入にかかる基本方針というものを出しております。そ

の２番１号の中で、まずはあの原則として公募すると

いうものなっております。この部分につきましては、

基本的に公募での流れを今現在は考えております。以

上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

原則公募だということで、前回、相当前ですけれど

も公募をしました。誰も応募されなかったという状況

がございます。公募するということはですね、やっぱ

り９月定例会あたりに、債務負担行為も合わせて、ど

んなものをどういうふうにしていくのかという、やっ

ぱりそういう期間、そんなに長くはないんですけれど

も、業務委託料と指定管理について、公社は両方とも

やっているんですが、指定管理について、やっぱり９

月定例会で債務負担行為組まなければ、間に合わない

わけですから、その先ほど言った見直しも含めてです

けれども、やっぱり赤字部門を抱えているようなとこ

ろについては、どうその指定管理料を当て込んでいく

のか、上げればいいのか、やっぱりさまざまなその魅

力ある施設づくりをやるのかどうか。その辺も公社の

皆さん方としっかり今の現状突き合わせをしながら、

積算についても改めて、今の見直しと同時にやってい

ただきたいと思いますけれどもよろしいですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

ふるさと振興公社の管理、指定管理の制度の話でご

ざいますけれども、まさにですね、今、議員が仰って

いるように赤字である、赤字である根本的な原因は、

どこかにやはりあるんだろうと。まあ、それは毎回議

員が仰るように、市民の方々にご説明というお話され

ているようですが、毎回指定管理を提携する前にです

ね、中身は十分お話し申し上げて、毎年決めているも

のと私は認識しております。したがいまして、今回に

限ってお話しするわけではなくて、従来からその内容

については全部お話し申し上げた中で、予算をしっか

り組ませていただいているということであります。一

方で、赤字になるということは、なかなか黒字にする

ための経営努力があったとしても、非常に難しい部分

があると、その一番大きい原因は、やはり公的な施設

を抱えているということが、非常にネックになってく

る。そして、その公的な部分は、公的な機関のほうで

修繕、整備していく、一方で営業していくほうは任さ

れたほうが営業していくという、いわゆる、我々にと

っていわゆる公的な機関にとっては、非常にこの文言

にすると、いわゆる民間でできることは民間にという

ようなこうお話ではあるんですが、そこの制度そのも

のが非常に複雑と言ったらへんですけれど、難しいと

いうことが前提にあるのではないかなと。したがって、
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まさに裏返しすれば、公募してもなかなか手を挙げら

れない。なぜ手を挙げられないかと、それはまさに経

営していくのに非常に厳しいということがやっぱり裏

にあると。その指定管理をする際の積算ももちろん要

望をそのままということではなくて、ここはこういう

ふうにしていったらどうでしょうというようなことを、

それぞれやり取りをした中で、最終的に市民サービス

をやらないという選択肢がない中で、それを進めてい

くという、非常にこの相反する部分で経営をしていた

だいているということがあるんで、その最小限の範囲

の中で管理料をお支払いし、そして情勢が変わったと

ころで増やす、増やさなければいけないところは増や

していくというようなことで、対応しているというこ

とではないかと思います。したがいまして、来年度に

つきましても、しっかり内容を精査した中で、しっか

りした指定管理料を積算していきたい。そしてまた公

募が原則ということでもありますので、公募をさせて

いただいた中で、ぜひやっていただける方がおられれ

ば、ぜひお願いをしたいし、それが無理だということ

であるんなら、またそれは別途考えていかなければい

けないということになると考えます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

指定管理については、これまでおおむね５年間の指

定管理を設定をしてやってきました。しかし問題が多

すぎて、前回から３年ごとに区切っています。指定管

理を３年間やって、改めてそのあり方について検討し

ようと、このちょうど３年目なんです。また、新たな

３年ですので、まあ、ちょうどそういう機会でありま

す。今、市長からも見直しということについての言及

をされましたので、これはあの決して商工観光課だけ

じゃなくて、やっぱり副市長も含めて、総合政策課も

含めて、そういった会議を、公社も入れてでですね、

ぜひやっていただきながら、やっぱり妥当性のある市

民に対して説明できるような内容での検討を、ぜひ深

めていただきたいということをお願いしたいと思いま

す。

次に、スクールバスについてお伺いをいたします。

今回ご答弁いただきましたけれども、ちょっとびっく

りしたんですが、平均年齢は59歳というちょっとデー

タをいただいたんですが、私の知る範囲内ですと、や

っぱり年金がもらえるようになって、なんとか業務に

携わっている方が多くて、どの今、委託受託業者の人

を確保するのは大変な状況になっていると、中には70

歳を超えている方いらっしゃるというような話が聞こ

えていますが、59歳というのはどんな調査をされたん

ですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

こども教育課長。

◎こども教育課長（岸 栄 樹 君）

お答えいたします。この質問がございましたので、

各運行委託業者さんのほうに、それぞれ運行に携わっ

ている方の、運転手の人数とその方の平均年齢をお尋

ねしたところ、このような形になったところでござい

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

その点について、受託業者のほうにも私もお聞きを

したいと思いますけれども、59歳というのは、非常に

まだまだ持つのかなというふうに思う数字でございま

したので、改めてちょっと勉強をさせていただきたい

と思います。スクールバスですけれども、この委託料

についてもですね、今、１万3,000円から１万7,000円

という、日当が支払われているということがあったん

ですけれども、ちょっとこれ業者さんからお聞きをし

たんですが、どうしてもその運転業務、実労働であっ

て中が抜けているという、それは業者と雇用主さんの

契約でしょうけれども、非常にこうそんなに高くいた

だいてないというふうな話でございます。これはです

ね、その７時間から８時間労働といっても、ほとんど

一日、運転業務を見ているというふうな積算になるん

ですが、私が聞いているのは、どうしても始業時と終

業時の真ん中に抜けて、どうも時間給になっているよ

うだと、あと冬期間のですね、やっぱり除雪のあの雪

払って出るには、やっぱり最低１時間ぐらいかかるそ

うです。そういうふうなものも、このなかなかそこを

見ていただけないんだという、ちょっと話も伺ってい

るんですが、それと合わせてちょっとお答えいただき

たいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

こども教育課長。

◎こども教育課長（岸 栄 樹 君）

お答えいたします。前段のあの会社のあの実際の運

転手さんの手取りの関係については、私どもはちょっ

と承知していないところでありますけれども、今現在

の運行前の点検ですとか、運行後の点検清掃、こちら

の部分についても、しっかりと業務の範囲という形で

お支払いをさせていただいているのが、今の取り扱い
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になっております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

これもですね、ちょっと私がお聞きをしているもの

とちょっと乖離があるんですが、ここでは議論ではな

くて、実態について、私のほうでも再点検をしながら、

やっぱり、これからこの間ですね、長井フラワー線で、

皆さんも見たと思うんですが、運転手がいよいよ３月

で辞められて、減便をして高校生が通学できないとい

う状況になったという記事がありました。今一生懸命

ですね、協力隊を募集していると。まだ決まらないよ

うです。やっぱりですね、どの業界でも、今人手不足

でこっちに来てくれ、こっちに来てくれということで、

本当に働き手の奪い合いになってきているというふう

な中があるというふうに聞いております。尾花沢市で

も、これからバスがどんどん増えて、それは県内で一

番スクールバスの数は、今でもそうだと思いますけれ

ども、大変多くの運転手さんを抱えないと、切り盛り

はできないという状況であります。この答弁の中で、

労働条件の改善とか一生懸命やりますよということな

んですが、確保できない場合は、市外業者あるいは大

型車両の運転免許者が多く所属している民間事業者へ

も対象を広げていきたいという考えですが、私こうい

うことは、おそらくかなり難しいんじゃないかなと。

おそらくその業者委託じゃなくて、直営にしないと、

運転手の確保は難しくなる時代が来るんじゃないかな

というふうに想定をしていますけれどもいかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

こども教育課長。

◎こども教育課長（岸 栄 樹 君）

教育長の答弁に書かれていることもありますけれど

も、こちらのほうはあくまでも仮定でありまして、人

材確保が難しくなった場合は、こういう選択肢もある

という回答でございます。今現在、運行３者と定期的

にお話し合いの場を持たせていただいており、現段階

では、運転手不足になるというご回答を頂戴していな

いということでありますので、当面の間は、今の現行

のスクールバスを安定に、安定的に運行できるものと

いうふうに捉えてございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

先ほど紹介したフラワー長井線でもそうですけれど、

いきなりやめるんですね、その人の都合で。今回複数

人がお辞めになったということで、やっぱり尾花沢市

の今の運転手状況、課長はまだ困っているという声は

聞こえてないという答えでありましたけれども、私は

成り手不足になると大変だなあと。運転免許証を取っ

ていただいてまで、その雇用をしているという業者も

おられます。決してですね、今年、来年、再来年と今

後も続くわけですけれども、やっぱりその確保をして

いく。子どもたちは、とにかく学校にやっぱり安全に

送迎するっていうのは、これは教育委員会としての義

務でもありますし、これは業者の問題ではなくて、や

っぱり教育委員会としての、そういった責務をしっか

りと果たしていかなきゃならないという意味でも、ぜ

ひですね、実態を把握しながら、やはり運転手が確保

できないということを含めながら、やっぱり対応につ

いては十分検討していっていただきたいなと思ってお

ります。

次にですね、車庫棟の問題なんですが、私も川西町

村山、大石田、舟形町、全部車庫棟を準備をして運転

をされているようです。この尾花沢だけ車庫棟が、前

から見ると、少し検討するような回答には変わってき

たんですが、この尾花沢で車庫棟がいらないという理

由は何なんですかね。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

こども教育課長。

◎こども教育課長（岸 栄 樹 君）

お答えいたします。以前から車庫棟の必要性につい

てご質問を多くいただいてございます。答弁で車庫棟

が必要ないと申し上げたことは、多分一度もないかな

というふうに思っております。今現在は、やはり安価

で建てられる建物でないということで、予算のやりく

り上を考えまして、もう少し検討の余地が出てくるま

でお待ちしたいというような形で教育長のほうも答弁

差し上げたところでございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

まあこれからその車庫棟って、前になんですけれど、

いわゆる尾花沢市の除雪車とか、いわゆる重機類が野

ざらしになっていたときありました。市民の方から、

あるいは業者の方から、これ尾花沢市の持ち物だから、

自分のものじゃないから、そんなことができるんだと、

業者はそんなことできないっていうことで、議会で取

り上げたところ、今明徳小学校の体育館を活用しまし

て、重機等を置く場所に保管しました。やっぱり業者

の方から見てもですね、やっぱり尾花沢のその、やっ
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ぱり劣化をしますし、耐久性からいっても野ざらしの

状態というのは、非常にその機械を損傷していくとい

うことで、やっぱり自分の車に置き換えれば、その車

庫棟というのは、この雪国の中ではどなたでも設備さ

れておりますし、やっぱりそのことを考えますと、業

者には委託はしているとはいうものの、やっぱりその

運転手さんの思いを汲み取りながら、その三大事業で

すから、終わってから考えるということじゃなくて、

やっぱり今回学校建設と一緒になってですね、この間

も過疎債が使えるというような答弁がございましたの

で、ぜひ私一緒になって今回検討していただきたいと

思いますけど、教育長お願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

今、申していただきましたとおり、車庫棟に関しま

しては、それは必要性は考えております。しかし、今

現在私どものほうで所有しているのは14台、さらには

プラス３台これから購入しなきゃならないというよう

なことを考えますと、全てに対応するというのは難し

いんじゃないかなというふうに思っております。13台

です。まだ購入する予定もございますので、そのこと

も考えて、まあ管理についてはどうするのか。ここに

ついては私どもも考えております。今現在、手入れを

していただいたり、あるいはその車の外部等にですね、

ワックス等も塗っていただいたりですね、停車してお

いても大丈夫なような形にですね、努力しながら、ま

たあの今、学校建設も控えておりますので、その辺の

頃合いを見計らって検討すべきではないかというふう

に思っております。あの、決してあの先ほどうちの課

長も申し上げましたとおり、必要ではないというふう

に考えてるわけではございませんので、ちょっと待っ

ていただきたいなというふうに思っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

統合がもう明日明日ということでございますので、

今教育長からあったように、必要なものだという認識

であるというふうに理解をさせていただきました。ぜ

ひですね、その一気にではなくても、こと落ち着いて

も年次計画を持って、その車庫棟については、ぜひ建

設をしていたただきたい。そして、このまま安全な輸

送のためにも、また運転手さんの、その労働条件の改

善という意味からも、ぜひそのことについてお願いし

たいなというふうに思います。

最後になりますけれども、新町中央商店街の大規模

火災ということで、先ほど鈴木由美子議員のほうから

も、いろんなご回答がありまして、まあ重複する部分

がたくさんありましたので、私のほうから何点かお伺

いしたいなと思っております。

今回ですね、この説明資料の中に、裏面にですね、

資料４という、寺内地区防災マップというものをちょ

っと付けさせていただきました。これいつ作ったのか

なというふうにお聞きをしようと思ったら、議会事務

局のほうの鈴木補佐が私たちが作ったということで、

福原公民館の当時は、結城智前消防長と一緒にこの作

業をやったということです。私これを見て、すごく素

晴らしいなと思いました。どこに何があるのか、どこ

に入れるのか、素晴らしいマップだなと。おそらく福

原での単独でのこういうマップを作られたと思うんで

すけれども、これですね、やっぱり全地区でこういっ

たマップ作りというのが、私必要だと思うんですけれ

どもいかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

お答えいたします。防災地区マップ、福原地区公民

館のほうで作成されているのは確認してございました

けれども、確かに仰るとおり、全地区でなっていると

いうことではございません。ですので、これから自主

防災組織ですとかの活動の中で、やはり制作していく

という方向は必要かと思います。これから防災訓練等

を強化していこうというふうな、先ほど市長の答弁で

もありましたけれども、それに伴ってこういうマップ

の制作なども、マイタイムラインの作成なども含めて、

いろいろと検討していきたいと思います。よろしくお

願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

ただ今答弁がございました。やっぱりあの消防団に

よって、こう区域が、特に本町地区は分かれているん

ですが、自分の所管する地域以外のところの設置状況

と分からないと、この間言われました。そういうこと

を考えますと、やっぱりこういうふうなものがあるこ

とによって、迅速な消火にもつながりますし、水の供

給もですね、スムーズにいくんじゃないかなというこ

とで、ぜひこういった、大変手間のかかる仕事だと思

いますけれども、よろしくお願いしたいなと思います。

あと今、がれき処理の公費負担ということで、市長を
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はじめ、一生懸命災害復旧、そして今後の復興という

ことで、頑張っていただいております。１点なんです

けれど、被災された、消失されたところの道路向かい

側に街路灯があって、それもなんか、３基ほど今つか

ないという状況でございます。そして、その街路灯も

ガス灯のこう形をしているんで、これをもし修復する

と、相当の金額かかるというような、ちょっと話もあ

るんですけれども、これについての対応について、や

はりぜひ市として援助していただきながら、復旧して

いただきたいと思うんですけどもいかがでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

街路灯というのは、ちょっと私も、あの辺全部見て

るつもりなんですが、ちょっと漏れているのかもしれ

ませんが、そもそも街路灯が、どういう形で設置され

たのかも、ちょっと私も分からないんですが、街路灯

に限らずですね、他にも影響している部分かなりあろ

うかと思うんですね。あの今私らがやっている一番時

間を今急いでやっているのは、被災された方々が生活

するためにですね、最低限必要なものを、今公費を使

って、いろんなことをして、その一番のとにかく今、

住まわれている被災された方々、やっぱりがれきがあ

ることで、次のことがなかなかこう思い描いていけな

いということで、今一生懸命がれきを撤去していると

いうことであって、それ以外に今まであったものが、

例えば壊れているところも多分あろうかと思うんです。

そこら辺は今後、その全体のあの地域全体をですね、

どういう街づくりをしていくかということも含め、各

それぞれの皆さんが、例えば商店街をやっておられた

方が、これからどういう形で商店を進めていかれるの

か、その辺を含めてですね、いわゆる再興というか、

復興復旧をですね、進めていきたいと思いますので、

その中で検討していきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

青野議員。

◎１番（青 野 隆 一 議員）

火災現場だけではなくて、やっぱりこれから一番大

事なのは、その復興をどうまちづくりを進めていくか

という、あの拠点的な施設として、あそこをどう活用

していくのか。やっぱり今、市長仰るように、地域の

方々と十分話し合いを進めていきながら、やっぱりシ

ンボリックな、その素晴らしいプランを今後検討して

いただきたいなと思っています。ただ、その街路灯と

いうのはやはり日々、あの暗いところでやっぱり照ら

している、国交省のなんか補助事業だっていうのを聞

いたんですが、それについてもですね、ぜひ手助けを

していただいて、明るいまず照明からぜひ援助してい

ければなと思います。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

日常的に困っているような状況であるんなら、でき

るだけ早急に対処していきたいというふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、青野隆一議員の質問を打ち切ります。

次に11番 和田哲議員の発言を許します。和田哲議

員。

〔11番 和田哲 議員 登壇〕

◎11番（和 田 哲 議員）

皆さんお疲れさまでございます。議席番号11番の和

田哲です。非常に暑い日が続くなと思っております。

３月の定例会が終わって、春を迎えたなと思っていた

ら、もうあっという間に６月で、そして本日６月23日、

一般質問の機会をいただきましたが、１年間を通せば

約１年の折り返しの間近ということであります。その

１年間の折り返しを迎えるにあたって、１月から６月

までを振り返った時にですね、市内においてさまざま

な出来事が起きましたが、やはりあの火災が多かった

なと私は思っておりました。地元消防団にも入団させ

ていただいておりまして、尾花沢で今回発生したうち

の１回だけ、議場におって現場に行かなかったんです

が、それ以外は全て現場のほうにも行かせていただき

まして、目の当たりにしてきたことや、火災に遭われ

た方々の声をお聞きしたり、そして議会を通して、皆

様と議論を重ねてきた中で、やはり改めて、この今の

状況を考えてですね、尾花沢の防災や減災のまちづく

りを改めて考える機会にしたいなという思いがありま

して、この度、一般質問の機会をさせていただくこと

になりました。それでは一般質問させていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

最近市内において火災が多発化しておりますと。さ

らに５月29日は、８軒が全焼した火災が発生した事態

を受けまして、防災・減災のまちづくり、主に消防・

防災について改めて考える機会にすることによって、

市民の安心安全な暮らしが確保されることを願いたい

と思います。そこで、最近の火災の事態を受けまして、

防災・減災のまちづくり、主に消防・防災に対する市

長の考えを改めてお伺いしたいと思います。また、市

民へのメッセージともございましたら、合わせてお聞
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かせ願いたいと思います。さらにその他の市長等の考

えもございましたら、合わせてお聞かせ願います。

次に、防災・減災のまちづくりの施策についてお伺

いします。尾花沢市第７次総合振興計画における主要

施策に関する取り組み状況、また取り組んできた結果

についてお伺いします。

１つ目、総合的な消防力の充実、強化に関して、消

防力の充実、強化、消防水利の計画的な整備、防火管

理体制の強化についてお伺いします。

次に、消防団の活動の充実に関して全般的な部分を

お伺いします。

最後に地域防災力の強化に関して、全般的な部分と

具体的な部分ではございますが、住宅用火災警報器な

どの設置促進についてお伺いしたいと思います。よろ

しくお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

和田議員からは、防災・減災のまちづくりについて

のご質問をいただきました。順次お答えを申し上げま

す。

初めに、最近の火災の事態を受け、防災・減災のま

ちづくりについて、改めてどのように考えているのか、

という議員からのご質問でありますが、今年に入り、

市内での建物火災は、６月１日現在で６件発生してお

り、５月29日には新町中央で発生した火災については、

全焼建物が８軒と非常に大規模なものとなりました。

私といたしましては、二度とこのようなことが起こら

ないよう、行政と市民の皆様が一丸となり、市を挙げ

て防災意識の高揚を図り、防火防災体制の更なる強化

に取り組みたいと考えております。具体的には、防災

意識の高揚を図ることを目的に、地域住民と地元消防

団が連携した、初期消火訓練や、近隣住民への避難呼

びかけ訓練、行政と自主防災会が協力した避難所開設

訓練や炊き出し訓練等、実災害に即した訓練を、多く

の地域の皆さまにご参加いただき実施することで、災

害時の初動体制の強化を図ってまいります。さらに、

本町地区の住宅密集地を中心に、各地域の空き地や休

耕地などを有効利用し、計画的に防火水槽等の整備を

図るなど、ソフト面ハード面両方の強化に取組んでい

く考えであります。

また、近年全国各地で猛威を振るう自然災害におい

ても甚大な被害が発生していることを鑑み、火災対応

のみならず自然災害への備えも大変重要であると考え

ておりますので、様々な機会に、市民の皆様にも防

災・減災について考えていただけるよう取組んでまい

ります。

次に、総合的な消防力の充実強化についてお答えを

いたします。

初めに、消防力の充実強化につきましては、多様化

する災害に備え、消防署員の日々の訓練や消防団との

実務訓練を通して人的な強化を図るほか、年次計画に

基づく様々な資機材の導入、特に今後はドローンの導

入・運用を検討するなど、消防力の底上げと強化に努

めてまいります。

次に、防火水利の計画的な整備につきましては、先

の鈴木由美子議員の答弁でもお答えいたしましたが、

防火水槽を毎年２基新設する計画としており、今後、

地域の方々のご協力を得ながら設置用地の確保に努め、

特に中心市街地については早期に拡充を図ってまいり

ます。

また、消火栓につきましては、水道管の敷設替えに

合わせ、老朽化した消火栓の更新を図っているほか、

地権者からの要望により移設を実施している状況でも

あり今後とも継続してまいります。防火管理体制の強

化につきましては、毎年市内の防火対象物である事業

所などへの立ち入り検査を実施し、不適切な個所があ

った場合には改善のための指導をさせていただき火災

予防を図っております。

次に、消防団活動の充実についてお答え申し上げま

す。

当市の消防団員数については、消防団員の処遇改善

や行事の見直しにより、平時の負担軽減に努めており

ますが、年々減少が続いているのが現状であります。

現在、地域の実情を汲みながら、地区単独での消防団

活動が継続困難な地域につきましては、近隣地区と統

合するなどの再編成を行うとともに、初動体制の迅速

化を図る為、小型ポンプ付軽積載車を各地域に増台す

る等、消防力の確保に努めているところであります。

しかし、平日の日中はどうしても消防団員が仕事の都

合で各地域には不在となり、機能別消防団員の力をお

借りしながら防災活動を実施しなけばなりませんので、

機能別団員の安全な活動を確保する為、使いやすい装

備の配備や訓練の実施等についても検討していかなけ

ればならないと考えております。

また、消防団では毎年各地区で区長さんをはじめ地

区関係者を交えて地域防災訓練を実施しております。

今年も７月６日に各地区で行う予定でありますが、多

くの地域住民の皆さまに参加していただき、訓練を通
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し地域でどのような不安材料があるのかを洗い出し、

各機関で共有して地域防災力の向上に繋げて行きたい

と考えております。

次に、地域防災力の強化についてお答えいたします。

災害が発生したときに、被害を軽減するためには、

自分自身の身の安全を守る「自助」と、地域やコミュ

ニティーなどの周囲の人々が協力して助け合う「共

助」が重要となっており、この意識が市民一人ひとり

に浸透することで、地域防災力の強化につながると捉

えております。

初めに、市民の防災意識を向上する取組みでありま

すが、防災情報ガイドの改訂版である防災マップ2025

を作成して、本年４月１日号の市報とともに、市内の

全世帯に配布しております。普段から内容をご確認い

ただくなど、防災に対する自意識を高めていただくと

ともに、自主防災組織へのご協力など、地域力の向上

につなげられるよう、出前講座や各種研修会での活用

も推進してまいります。

また、防災マップ2025には、一人ひとりの避難行動

計画である「マイ・タイムライン」を作成するページ

も用意しておりますので、出前講座等の機会を活用し

て、市民の皆様に作成していただきたいと考えており

ます。作成した計画については、実際に訓練を行い、

検証・見直しを重ねていくことが重要でありますので、

災害時の円滑な避難につながるよう取組みを進めてま

いります。

次に、自主防災組織の育成強化についてであります

が、これまでも防災出前講座や自主防災組織リーダー

研修会を開催し、多くの方にご参加いただいておりま

す。今年度は、リーダー研修会の開催を１回から４回

に増やし、学びの機会をさらに充実させてまいります。

また、地域での自主的な防災活動を支援する自主防災

組織防災資機材購入事業費補助金や自主防災組織向上

支援事業費補助金についても、積極的にご活用いただ

けるよう引き続き周知に努め、各地域の自主的な防災

活動を支援してまいります。

次に、住宅用火災報知器などの設置促進についてで

ありますが、火災の早期発見を目的に、平成23年６月

１日から全ての住宅への住宅用火災警報器の設置が義

務付けられております。しかしながら、消防本部が総

務省消防庁の住宅用火災警報器設置状況の調査方法に

基づき、市内の世帯から24世帯を無作為に抽出し実施

した住宅用火災警報器設置状況調査では、過去５年間

の設置率はいずれも80％台と、未だ設置されていない

住宅もあるようであります。更に設置されている住宅

でも、設置から10年が経過した住宅用火災警報器は更

新の時期を迎えますので、今後、住宅用火災警報器の

設置、更新に対する意識を高めるべく補助金等を検討

するなど、火災の早期発見、被害軽減に繋げてまいり

ます。

最後に、私から市民の皆様方へのメッセージとなり

ますが、火災や自然災害におきましては何ひとつ同じ

ものはございません。いずれの災害におきましても、

まずは素早い避難行動をとることが、命を守ることに

繋がる一番大切で重要なことだと思います。有事の際

には迅速に、躊躇せず避難することを常日頃から意識

され、ぜひ災害についてご家族で話し合う機会を設け

ていただきたいと思います。そして、この度の火災を

教訓として、市民の皆様一人ひとりが火災予防に努め

ていただき、市全体の防災意識の高揚を図ることで、

安全安心な住みやすい尾花沢市を築いていけますよう、

皆様方のお力添えをお願いをしまして、私からのメッ

セージとさせていただきます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

このたび防災・減災のまちづくりについてというこ

とで、非常にテーマが大きくてですね、あの範囲もす

ごい広い内容なんですが、なるべく消防防災というこ

とに絞ったとしても、やはり多くてですね、それでも

今、市長のほうから１つ１つ答弁をいただきまして、

また合わせてメッセージ等もお聞きすることができま

した。大変ありがとうございました。

市長は二度とこのようなことが起こらないようにし

ていきたいんだということで、ぜひ安心安全なまちづ

くりをですね、今後ともぜひ力強く進めていただけれ

ばなと思います。よろしくお願いします。

再質問では、施策に関することで、ちょっと具体的

にお伺いしたいなと思います。まず初めに、総合的な

消防力の充実強化についてなんですが、消防力の充実

強化については、年次計画に沿ってさまざま資機材を

導入していると。今回、特に今後はドローンの導入運

用も検討して、消防力の底上げを強化したいんだとい

うことでありますが、まあ具体的にですね、ドローン

っていうのは、実際消防活動現場で、どういったこう

活用が期待されて、消防力の底上げにつながるのかな

って、ちょっと分からない部分がありますので、ちょ

っと教えていただければと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）
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消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

ドローンについてのご質問ですけれども、消防本部

としてお答えいたします。

ドローンには、上空から撮影する技術、人が平面か

ら見れない利点があります。よく尾花沢市であります

のが、遭難対策、遭難などで人がいなくなった場合、

ヘリを要請しますが、その前にできることはこちらで

できるのかなというふうに考えております。また、今

回のような火災につきましても、上空から撮影するこ

とによって、面積なども測る、または山林火災で上空

から映して面積を測ったりするという利点もございま

すので、そちらのほうでの活用も考えているところで

す。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

イメージがわきました。ありがとうございました。

ぜひあのこういった資機材、ドローン、具体的な案だ

と思いますが、ぜひ導入を進めていただければなと思

います。遭難においても火災においても十分こう活用

が期待されるということでありますので、ぜひあのご

検討いただければなと思います。

次、防火水槽のことなんですけれども、こちら先ほ

どの鈴木議員と青野議員のほうでも答弁、答えがあり

ました。防火水槽は毎年２基新設する計画になってい

ると。ただ今回、中心市街地については、早期に充実

を図りたいということでありますが、この中心市街地

において早期に充実を図りたいという背景は、今回の

火災を経て新たにこう考えられたということでよろし

いでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

消防本部では、毎年あの水利の基準といいまして、

市内各地の水利の数などを調査しております。それに

おきまして、本町内のほうでは全て一応水利の基準に

は合致しておりますが、今回の火災においては、その

水利だけでは足りないというようなお答えも、皆様の

お声もありましたので、その辺も踏まえまして、空き

地などを活用して、場所を提供してくれる方がいてく

だされば、随時設置していければなというふうに考え

ているところです。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

もう少し聞かせてください。計画は尾花沢市全部を

通して、まあ２基ずつ、あの防火水槽を設置していく

んだということで、今回この市内で火災が発生したこ

とによって、市街地での防火水槽を増やしていかなけ

ればならないと。であれば、計画的な予算もある中で、

今もともとの計画としてやっているものを優先して、

市内のほうでやっていくのか、やっぱり市内は市内で、

元々の計画は計画で進めながら、やはり市街地の部分

も増設していくという、予算も増額しながら加速させ

ていくというような考えでよろしいでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

今までも２基を設置予定で、いろいろ計画しており

ましたが、どうしても設置用地を提供していただける

ところがなくて、各地区から設置要望が上がってきて

いないというような状態でした。その中で、２基分は、

毎年予算を確保してやっていきたいということで、計

画していたところです。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

わかりました。いろんな計画と、あとは協力してく

れる市民とお互いがあって初めて実現することだと思

います。今回の火災も含めたこれまでの火災で、いろ

んな得た教訓なんかも含めまして、ぜひあの有効なこ

の防火水槽の配置という部分もお願いしたいなと思い

ます。よろしくお願いします。

それでは、消防団の活動の充実についても、ちょっ

とお伺いしたいなと思います。消防団の活動につきま

しては、やっぱり背景として消防団が減少していると。

減少しているだけでなくて、地域としても組織力がな

かなかこう自主防災組織としての機能も発揮できてい

ないのが背景にあって、今の５年間の計画が立てられ

ているかなと思います。消防団が減少している中でも、

いろんなこう処遇改善等ですね、測っていただきまし

て、いろんな活動をしているけれども、やっぱり平日

の問題もあって、機能別消防団の力を借りるっていう

のが、必要になってきているということであるかと思

います。それを受けて、機能別消防団員が、使いやす

い装置を配備するっていうことなんですが、ちょっと

この使いやすい装備ってどういうことなのかなと思っ

たんですが、機能別消防団員が使いやすい装備ってい

うのは、どういったこうイメージを持って認識すれば
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いいかなと思ったんですけど、ちょっと教えていただ

けますでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

基本的には、消防団員の方ですと、毎日、毎月消防

団の資機材を確認しながら点検してもらうという作業

もしていると思います。基本的にあの機能別消防団員

の方は、消防団ＯＢの方が大体入っていただいていま

すので、そちらのほうでも、消防団の今までの資機材

を使用しながらということで、皆さんすぐ分かりやす

いような簡単な資機材ってことで考えてやっていると

いうようなことであります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

実際、今の消防団員がいろんな新しいこう機械を更

新していただいて、機能別消防団が、一緒にこう活動

していくってなってくると、どうしても古いものがい

ってしまうのかなってイメージがあったんでした。で、

まあ機能別消防団の方の力が不可欠である以上、使い

やすい装備を、新たに購入して配備していくのかなと

思ったんですが、こういった実情がやっぱり鑑みます

と、今の消防団だけの配備ではなくて、機能別消防団

員の方が現場で使いやすく、そして安全に操作できる

ようなものも、新たに購入していく方向も含まれるの

かなと思っておりました。いろんな検討を重ねていた

だきながら、実際現場力を上げていただければなと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでですね、消防団の活動の充実について、これ

まで答弁についてさらにお伺いさせていただいたんで

すが、私も消防団員として、いろいろお世話になって

おります。実際現場に行って、まさに感じている部分

をちょっと提案させていただいて、少し議論させてい

ただければなと思います。

尾花沢市が、第７次総合振興計画の中で、消防団の

活動の充実ということで、謳って、これに沿ってさま

ざまな計画に沿って施策を進めてきていましたと。

実際、その消防団員が現場に行った時に、ここ最近な

んですけれども、水分の補給が非常にこう大きな課題

だなと思っておりました。昨年の田沢で起きた時の火

災も、確かあの時はもう熱中症アラートが出るぐらい

の温度で、実際この現場に行くと、水を飲む場所がな

いと、みんな水を持っていく消防団がいるんだけれど

も、飲めない消防団は飲めないと。今回の５月29日の

火災の際は、たまたま近くにコンビニがあって市内っ

てこともあったので、それぞれの消防団が水を買って

きて飲んでいるんです。消火活動の時間の長い短いに

限らず、今水はそれぞれ消防団各々が買いに行ってる

んですね。ある程度、消防本部のほうからも、水も持

ってきていただいた部分もありますけれども、なかな

かこの四方八方から水をかけていると、水分が行き届

かないと。で、買ってる現状は消防団がそれぞれ買い

に行く。でもやっぱり背景っていうのは、消防団員が

減ってきてるので、現場に行くのももう最低人数ギリ

ギリとか、実際、その現場でも水をかけていると、水

を買いに行くこともできない。買ってきたとしても、

買ってこれてる消防団と買ってこれない消防団がいて、

非常にこう申し訳ない気持ちになったりとかさまざま

あります。ぜひその後方支援といいますか、今の実情

に合わせて、ぜひその水分の後方支援を、ここは行政

の力としてお願いできないかなというのが１つの提案

でございます。今の水分のその提供といいますか、水

分の補給状況について、現場サイドのほうでは、どの

ようにこう考えを受け止めていらっしゃるかお伺いし

たいなと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。昨年、田沢の火災の後に、議員

のほうから、そのような提案がありまして、消防本部

としましては、大きなジャグを２つ準備して、現場本

部のほうにおいて、スポーツドリンクを入れて準備は

しておりますが、やっぱり議員仰るとおり、現場によ

ってみんなが現場本部のほうに来るってことはできな

いような、この前も現状でしたので、また何らかの方

法で、良い方法があればなというふうに、これから検

討していかなければならないのかなというふうには考

えております。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

ありがとうございます。実際どのように水を届けた

らいいのかなと考えまして、もしも可能でありました

ら、これも総合振興計画における施策の中の応用にな

ってくるんですけれど、今の避難所機能として、備蓄

品としてですね、水分をローリングストックしている

ものがあると。賞味期限が近いものから、防災教室な

んかで水を配っているというのが現状だと思うんです

が、ぜひこの備蓄品として備えられているこの水分を、
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なんとかこの火災の際にですね、現場のほうにお届け

することはできないかなと。そういった応用で解決を

図ることはできないのかなと少し考えたんですが、防

災危機管理課長の考えをお伺いしたいなと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

お答えいたします。今回５月29日の火災の際にもで

すね、消火活動に携わっていた消防団の方、ちょうど

朝食時などにもありまして、飲料水とあとアルファー

米などを一部提供させていただいております。また、

あの地元の自主防災組織の方々ですとか、いうところ

でも、一緒にご提供させてはいただいてでございまし

た。今申し出のあった賞味期限の切れるアルファー米

ですとか、今までも、自主防災会の訓練等に提供させ

てもらってはおりますけれども、以後そういう後方支

援ができるかどうか、ちょっと消防本部のほうとも話

ししながら、検討していきたいと思います。以上でご

ざいます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

ぜひそういったものを有効に活用して、まあなんと

か現場のほうに水が届くような仕組みが作れたらなと

思っていました。いろんなこう災害協定を結んだりと

か、例えば、消防団のポンプ小屋に水をあらかじめ配

置するとか、いろんな方法があるかと思うんですが、

やはりいろんなことを考えても、その火災が起きる時

間帯、夜中である可能性もあるし、消防団のポンプ小

屋に配備すれば、真夏は高温で、冬はすごく寒くなる

しと、保管状況を考えると、やっぱり備蓄倉庫のもの

を届けるのが一番望ましいのかなと思います。ただ、

それには届ける人、届ける方法とかもありますので、

ぜひこういったところを、例えば機能別消防団のその

活動の１つとしてですね、後方支援、まあ水分の後方

支援の訓練であったり、地域の方々の協力だったりと

いうものを、先ほどお答えいただいた、今後の地区の

防災訓練なんかでもまずやってみて、うまくいくかい

かないかも、いろんな課題を検討して取り組むのも１

つかなと思いますので、ぜひご検討のほどよろしくお

願いしたいなと思います。可能でしたらなんですけれ

ども、全く消防、まあ現場なんで消防隊員の方と、消

防団員のことをメインに話しさせていただいたんです

が、水分が必要ならば、災害協定を結んで、現場で働

いてる災害協定を元に、現場に行く職業の方達も、水

分が取れてないなっていう部分が、やはり見えている

部分がありました。ぜひ消防隊員だけでなくて、災害

協定を結んで出動される職種の方々へも、ぜひ検討を

含めて検討していただきたいなと思いますが、いかが

でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

今の協定に基づいてということもございますけれど

も、市の職員なども含めて、いろいろと機能別消防団

の関わり方っていうのも今後検討していきたいと思っ

ていますし、今ごめんなさい、順番逆ですが、災害協

定に基づいてというようなものでの資金供給でしたり、

協定に基づいて出動する人のためにもってというよう

なことでありますが、いろいろとこう、またこれから

新たな取り組みというようなこともございますので、

いろいろとこう検討していきたいと思います。よろし

くお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

市全体の考え方の中で、今回、６月１日に、労働安

全衛生規則ということで、厚生労働省のほうから職場

における熱中症対策ということで、今、全職員の対象

としたような取り組み、またこれは民間の事業所でも

行われておりますので、消防署員の分または本所の職

員の部分についても、こういうふうな対象になるのか

の部分をちょっと確認しながら、その熱中症対策の中

の１つとしての、そういう水の給水の役割っていう部

分も、もう少しこうちょっと私たちのほうでも捉えて

いきたいと思っています。ちょうど６月１日から改正

になったものですから、ちょっとその部分については、

今明確な答えちょっと出ないんですけれども、改めて

全体のものとして考えていきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

課題として検討する事項はさまざまあるかとござい

ますので、ぜひあの引き続きご検討をお願いしたいな

と思います。ぜひなんとか現場の水が届くようなシス

テムを、なんとか構築したいなと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

それではですね、次の再質問をさせていただきたい

と思います。だいぶ飛ぶんですが、住宅用の火災報知
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器の促進についてお伺いしたいと思います。現在、尾

花沢市のほうでの設置状況、80％代だということでご

ざいます。まあ数字の問題ではないと思うんですが、

今回の第７次総合振興計画の目標としてですね、あく

までも目標としてなんですが、５年間の成果は令和７

年度で100％を目指していきたいんだということであ

ります。決してここに数字に届かないことが別に悪い

ことではないのかなと思います。やはり、このいろん

な実情もありますので、今の現状に合わせて、今後ど

うしていくかという部分が最も大事だと思いますので、

数字に届かない部分ではなくて、今後どのように進め

ていくかという観点に立って、１点お伺いしたいと思

います。

具体的なこのまさに今、地域防災力の強化の１つと

して、住宅用の火災警報器を設置促進していくんだよ

ということで取り組んでおります。その中で、連動型

警報器の設置について、啓発活動を強化していくんだ

っていうのが、まさに今の取り組みの中であります。

この連動型警報器の設置の啓発、連動型警報器、どの

ような連動型警報器の設置を啓発活動さしていらっし

ゃるのか、お伺いしたいなと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。消防本部でやっております、連

動機型の住宅用火災警報器につきましては、住宅内に

何個か設置いたしまして、１箇所の場所で覚知した場

合、各部屋全てに警報が鳴って火災を知らせるという

ふうなシステムの連携型の報知器をさしているもので

あります。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

私も認識していた連動型警報器ってのは、まさにそ

れで、台所で例えば火の手が上がったら、２階の子ど

も部屋でもなるんだよっていうのが、連動型警報器な

んだと思っていました。確かにその通りなんですが、

今回の尾花沢市の火災を受けまして、私も素人ながら

いろんな情報をかき集めてみました。その中で出てき

たのがですね、平成28年に発生した新潟県の糸魚川市

での大きな火災がありました。この火災を受けて、連

動型警報器の応用の方法を、総務省消防庁のほうでさ

まざま検証、検討して、新たな使い方を研究しており

ました。ちょっとこの検証の背景について、ちょっと

読み上げさせていただきます。

日本消防協会検定のほうが公にしているものなんで

すけれども、なぜ検証したかっていうと、連動型住宅

火災警報器を活用した小規模飲食店等を含む、隣接建

物間での火災の早期覚知の方法に関する研究です。平

成28年の12月22日に、新潟県糸魚川市の木造の建物が

密集した地域において発生した火災は、その時、フェ

ーン現象で強い風の南風が伴っていました。今回尾花

沢においては、そんな風は強くなかったんですけれど

も、新潟県の糸魚川市の時は、フェーン現象に伴う強

い南風によって広範囲に延焼拡大したと。そして、本

件火災のような木造建築物が密集した地域では、１件

の火災が大規模な火災につながる危険性があるだとい

う理由から、まちぐるみで火災の早期覚知に取り組む

ことが必要なんではないか、という部分で検証をスタ

ートしたそうです。それで火災予防対策として、火災

が発生した場合に、やっぱり早期に発見して、近隣住

民が協力して初期消火を行うことが最も大事なんだと。

そのためには住宅用火災警報器を活用して、これ連動

型ですね。隣接した建物間で相互に火災警報器を伝達

する、新たな方式の効果を検証したということであり

ます。私の知っていた連動型というのは、１つの建物

の中で鳴るんですが、簡単に言えば、建物をまたいで

応用できるんだよということであります。それが、連

動型住宅用火災警報器の新たな使い方ではないかとい

うのが、消防庁のほうで公表されております。全てが

新潟県糸魚川市の火災と同様ではありませんが、今回

の尾花沢市の火災は重ねて考えるところがあるなと思

いました。ぜひこの尾花沢でも、こういった連動型火

災警報器を推進しているのであれば、従来のような建

物の中だけではなくて、今回のように、そして今後の

ことも考えて、建物間でせめてお隣さん同士でも火災

が発生した際に通知が来る。これは効果としてはすご

くこう有効ではないのかなと素人ながら思いました。

ちょっとプロのご意見もお伺いしたいんですけれども、

この連動型警報器を住宅をまたいで応用するっていう

のは、効果としては有効だと考えられますでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

お答えいたします。今議員が仰いました、棟をまた

いでの連動型の警報器ですけれども、例えば、住んで

いない住宅、空き家の場合とかに、連動型の火災警報

器を設置しておくと、その隣のうちまで火災警報器が

鳴るという仕組みだと思いますので、たとえ住民がい

なくて、従来の認識の連動型ですと、家の中でしかな
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りなりませんので、それを棟をまたいで、連動すると

いう形ですと、火災の発見が早くなる。早期覚知につ

ながるものだと認識しております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

消防長ありがとうございます。やっぱりその火災を

早く発見するんだっていうことに着目すると、ものす

ごい効果があるのかなと思われます。今回総務省消防

庁のほうで挙げている、その考察についても、ほとん

どの消防隊員の方や隣接建物の方々が、非常に有効だ

と思うというふうにお答えしております。尾花沢市の

この人口減少に伴う今の現状を考えてもですね、やっ

ぱり空き家になっていたり、一人暮らしの高齢者の方

であったり、尾花沢においては有効ではないのかなと

私は思いました。ぜひこの設置を促進していくような

モデル地域を尾花沢のほうから、ぜひ作ってみたいな

と。作ることがやっぱり今後の尾花沢の市民の安心安

全につながっていくのではないのかなと思います。例

えば１つ課題がありまして、やはり先ほど消防長が仰

ったとおり、例えば私の家でなると、隣の菅野議員の

家でなるんですよね。やっぱ火災警報器って誤作動が

起きる可能性もあって、その都度隣の家と連動してし

まう。不要な消防の出動の回数が増えてしまうとか、

そういったデメリットと言いますか、課題と言います

か、検討に値する部分があるようです。だとしても、

やっぱり尾花沢市のようなこの尾花沢市にとっては必

要検討して良い前例だなと思っておりますので、ぜひ

検討していく必要があるかと思います。ぜひこれをで

すね、防災危機管理課の課長のほうにお伺いしたいん

ですけれども、やはりこの連動型火災報知器を購入す

るとなってくると、もちろん費用もかかります。ぜひ

こういったものを現状の、自主防災会に対する補助金

であったり、こういったものを有効に活用して、地域

の方の理解がないと、この設置って進まないと思うん

ですね。せめて隣の方との理解、地域の方々の理解が

ないと進まないかと思いますので、ぜひこういった部

分も、ぜひ促進していただきたいなと思いますが、い

かがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

お答えいたします。今仰るとおり、棟をまたいでと

いうことであれば、隣のお家に行ってしまう。ですの

で、お互いの理解がなければダメだと思ってございま

す。まず、各世帯のその理解というものを認識してい

ただいて、その上で各自主防災組織での取り組みとし

て、その火災報知器を取り付けようというような取り

決めのもと、申請をいただくというようなことであれ

ば、今現在行っています資機材購入の支援事業の中で

購入できるものと思います。よろしくお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

よろしくお願いしたいと思います。地域で共同購入

するメリットもあるのかなと思います。こちらはあの、

もちろん総務省の消防庁のホームページの中にある部

分なんですが、住宅用火災報知器を共同購入するメリ

ットがありますよということであります。非常に尾花

沢にマッチしてるなと思って拝見しておりました。や

っぱり個人個人で購入するよりも購入の手間が軽減で

きるし、高齢者世帯への取り付け支援なども、購入後

の設置もご近所同士で協力できると。さらには共同で

購入すると、悪質販売の被害も防止できるという観点

もあるようです。ぜひこういったメリットなんかも市

民と共有しながら、設置の促進に進めていただければ

なと思います。最後になりますが、この住宅用の火災

警報器の設置についてですね、更新も伴ってくるとい

うこともあって、ぜひこの方針に対する意識を高める

べく、補助金等を検討するなどということで、先ほど

ご答弁いただいておりますが、この補助金等を検討す

るというのは、新たに補助金を検討するということも

あるかと思いますが、今議論させていただいたような、

補助金の活用の仕方といいますか、そういった部分も

含めて、この補助金を検討するということで、あの認

識してよろしいか、それとも新たに補助金を検討して

いるんだよということなのか、ちょっとお伺いしたい

なと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

検討する内容につきましては、今連動型の火災報知

器という。まあ、それ以外にも何かあるのかですね、

その辺も含めてですね、そしてどういうものが一番有

効なのかという、さまざまな角度で検討してといると

いうことだということであります。いずれにせよ、そ

のやはり先ほど、議員のほうからもお話があったよう

に、なかなかですね、地域ぐるみでやっぱりやろうと

いうこう意欲が出てこないと、多分その連動型につい

て、ただ、連動型のみならず、各家庭がおそらくみん
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なついていれば、おそらく隣の方がついていれば、隣

ですぐ分かるわけです。その隣にいる人間も何らかの

形で影響は出てくるわけですし、そうすればおそらく

そもそも全部設置してあれば、それはそれでまた可能

だろうと思いますし。あとは連動というものが、さっ

きの話じゃないんですけど、誤作動なのか、例えばな

んていうんでしょうか、大火になる前に消される、ま

あ、消火栓でポッと消されるあの家庭用のですね、消

火栓にパッと消されるようなものだとすれば、しょっ

ちゅうしょっちゅうこうなってしまうご家庭ももしあ

るとすれば、その都度、隣の方はもう、あぶねあぶね

あぶねまたまたまた、こういうのもなかなかこれなか

なか大変なのかなということで、やはりその地域ごと

にですね、やっぱりその辺をよくよく検討していただ

いて、そして可能であればそれに補助させていただく

というようなことがベストなのかなというふうに思い

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

和田議員。

◎11番（和 田 哲 議員）

ちょっとしつこくて大変恐縮なんですが、やっぱり

今回あの連動型の応用という部分はですね、今回の５

月29日の火災を教訓にすごくできるなと思いました。

先日の全員協議会のほうでも、その火災の時系列につ

いてご報告いただきましたが、第１通報があったとき

には、もうだいぶもう火災が燃えていたと。今回、火

災が起きたよっていう部分をもっと早くやっぱり覚知

できていれば、第１通報の時に、もう消火しようがな

いぐらい燃え広がっていたっていうのが現状だと思い

ます。やっぱり早く発見して早く火を消す。これが地

域のみんなが、私も含めて市民ができることなのかな

と思いました。実際に火災が起きてしまったら、やは

りそこは、いろんな行政の力も駆使していただきなが

ら、消火と救済という部分も必要になってくるかと思

いますが、まずは火災を早く見つける。もうこれしか

ないのかなと思いました。ぜひあの、それが全てでは

ございませんが、市長が仰るとおりですね、一人ひと

りがやっぱり防災予防に努めていくっていうのが、最

も大事だと思いますので、今日約１時間１つのテーマ

で質問させていただきましたが、水１本の話から火災

報知器１つの話まで、もしかしたらそれだけの話なの

かもしれませんが、重要な部分であるのかなと思いま

すので、ぜひ今後とも安心安全な住みやすい尾花沢市

づくりを担っていただきたいなと思います。よろしく

お願いします。以上で、一般質問終わります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、和田哲議員の質問を打ち切ります。

ここで15分間休憩いたします。

休 憩 午後２時53分

再 開 午後３時10分

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

再開いたします。

次に９番 安井一義議員の発言を許します。安井一

義議員。

〔９番 安井一義 議員 登壇〕

◎９番（安 井 一 義 議員）

それでは、通告にしたがい一般質問の前に、最近非

常に火事が多いと感じていた中で、５月29日に火災で

複数軒、８軒の消失と１軒の水災ということで、また、

近所でも非常にその被害があったということで、被害

に遭われた方のご苦労、心労については、大変なこと

とお見舞い申し上げます。各自で予防に努めていると

いう考えは、忘れてはいないというふうには思ってい

るところですが、まだまだ、火災予防については、進

めていかなければいけないなというふうに思うところ

です。

では、一般質問のほうさせていただきます。３件一

般質問用意しました。

１件目、パレットスクエア跡地の進捗状況について。

市民からの活用方法と要望は聞き取りできているのか。

２番目、活用の大まかな方向性を決めて、検討を進

めるべきではないか。

３番目、取引価格の適正性はどのように考えている

か。

続いて２番目。高齢者の支援対策をどのように進め

るべきかと考えているか。地域福祉計画の中間年とな

るが、現実のものとする方策について、具体的なもの

が見えていないのではないか。このまちでともに生き

る健康長寿と絆のまちが挙げられています。以下３点

についてお伺いいたします。

１点目、高齢者において働く意欲のある人の対策は。

２番目、働く意欲の持続のための対策は。

３番目、働きたくても働けない人の対策は。

３つ目、自主防災会等の連携についてです。自主防

災会との連携の必要があると考えます。組織や、災害

協定等で相互協力がありますが、地域においての協力

体制等の整備として、一人ひとりの防災意識を高めて

いくことが必要です。協定書がなくても、地域を支え

令和7年6月23日本会議（一般質問）



たい等の協力体制の考えが大事だと思います。現在の

防災マニュアルは、発災後を想定し、防災予防および

その啓蒙等についてはあまり触れられていない。住民

同士の協力、支えがある地域づくりが必要と考えます。

そこで、地域づくりと防災との関連と協力体制等をど

のように考えているのか。

以上、質問席より、自席に戻り再質問のほうよろし

くお願い致します。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

安井議員からは大きく３つのご質問をいただきまし

た。順次、お答えをいたします。

１つ目の、旧パレットスクエア跡地についてであり

ますが、当該施設の跡地につきましては、すでにご覧

になられた方もおられると思いますが、現在、建物は

解体され、すでにほぼ更地となっているようでありま

す。この間に、市で土地を購入するという方針に対し、

議会の皆様方からも賛同をいただきながら、所有者へ

の交渉を行ってまいりました。先般、所有者から土地

購入に係る最終的な金額が示されたことにより、それ

を受け先月21日の総務文教常任委員会で協議をさせて

いただいたところであります。

初めに、活用方法や大まかな方向性についてであり

ますが、旧パレットスクエアは民間事業者の商業施設

に加え、子育て支援施設や観光物産協会等が入居する

複合施設として、令和４年11月末まで活用されていた

ビルであります。今後の活用に係る大まかな方向性と

いたしましては、現在も敷地の一部を公共交通の拠点

として利用していることをふまえますと、今の段階で

は、もともとの姿に近いコンセプトでの再建を、多く

の方々が期待しているものと捉えております。

一方、現在いただいております市民の皆様からの声

として、バスの待合所をはじめとして、子どもたちの

屋内遊び場、高齢者が集える場所、ビジネス等で来市

された方々の宿泊施設、小規模な商業施設などのご意

見をいただいております。なお、市民の皆様からのご

意見やご要望については、今後、市で土地を購入する

ことにより、さらに多くのアイデアも寄せていただく

ことと思われますので、旧パレットスクエア跡地の活

用を中心とした、まちづくり全般に係る検討会を立ち

上げていく考えであります。

先の定例会でも答弁しておりますが、商工会や商店

街協同組合等の各種団体の皆様方からも参画していた

だきながら、尾花沢市の未来に向けた夢のある計画に

なるよう、しっかり取り組んでまいります。

次に、土地の購入に係る金額についてでありますが、

土地の価格につきましては、一般的に鑑定評価額の基

準価格と、国土交通省が提供する平均公示価格に基ず

き決定して、取り引きが行われているようであります。

今般、所有者から提示されている金額は、それらに照

らし合わせると妥当な価格の範囲内にあり、購入価格

については適正であると判断できるものとなっている

と認識しております。

次に、高齢者の支援についてお答えいたします。な

お、発言通告書にある「働く」については、社会参画

との趣意と捉えて、答弁させていただきたいと思いま

す。

現在尾花沢市では、第７次総合振興計画において、

「地域に集う全ての人が役割を持ち、支えあいながら、

自分らしく活躍できる地域づくりを支援する」また、

「地域住民が地域づくりを自らの課題として受け止め、

主体的に取り組めるよう、住民主体のサービスやボラ

ンティア活動などの「互助」を有機的に連携し、地域

で支えあう体制を構築する」としており、地域福祉活

動推進事業などを実施し、地域活動への支援を行って

おります。

また、令和５年３月に策定いたしました、第３期尾

花沢市地域福祉計画では、その中で市が担う役割とし

て社会参加への支援があります。加齢による心身機能

の低下や障がい等に伴う生活上の問題を抱える人であ

っても、能力を活かして地域でいきいきと生活し、社

会参加ができるよう、就労、住まいの確保、外出やコ

ミュニケーション等への支援とこれらの取り組みにつ

いての周知や普及に努めております。

議員からは、「活動意欲のある高齢者がいても、人

が集まらずに活動できないことへの対策は」とのご質

問ですが、様々な公民館事業や社会福祉協議会で「な

かよしお茶のみ会」などを実施しており、そのような

場を活かして、地域住民の交流の場づくりを進め、顔

見知りの関係をつくることができるように、高齢者や

障がい者、子どもなど、人と人とがつながり合える場

や機会づくりを進めてまいります。

次に、「高齢者の活動意欲を持続していくための対

策は」とのご質問ですが、地域住民が地域づくりを自

らの課題として受け止めていただけるような啓発を行

うとともに、福祉教育の観点から学校と連携し、中学

生による高齢者世帯の除雪ボランティアや市ボランテ

ィア連絡協議会で実施しているサマーヤングボランテ
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ィアスクールなどを実施しております。地域や学校に

おける地域福祉活動の体験や学習の機会等を通じて、

子どもから大人まであらゆる地域住民同士が、異なる

世代や立場を認め合い、支え合いながら「ともに生き

る・ともに育ち合う」文化の醸成に努めてまいります。

また、「活動への参加を促しても、なかなか思った

活動ができないことへの対策は」とのご質問ですが、

地域で安心して生活し続けられる環境をつくるには市

民全体で取り組んでいくことが重要であることを、世

代を問わずに自分事として認識し、主体的な活動を増

やしていくことが求められます。子どもの頃から支え

合いの心を育むため、学校行事や地域のイベントへの

積極的な参加を促すほか、高齢者にはお茶のみサロン

を開催するなど、子どもから高齢者まで様々な年代が

交流できる場を創出し、地域に集う全ての人が役割を

持ち、自分らしく活躍できる地域づくりの支援を今後

も継続してまいります。

次に、自主防災組織は、災害対策基本法第２条の２

第２号において「住民の隣保協同の精神に基づく自発

的に活動する防災組織」と定義され、「自分たちの地

域は自分たちで守る」という意識に基づき、自主的に

活動する組織として市の地域防災計画にも位置付けら

れています。現在、自主防災組織は、全地区において

結成され、市で作成した「自主防災組織設立・運営マ

ニュアル」に基づき活動しておられます。

本マニュアルにおいては、発災後の初期消火や炊き

出しへの協力はもちろん、平常時の市の防災対策に関

する情報収集や地域住民の居住状況の確認、防災知識

や組織の活動に関する広報活動を行うことなども自主

防災組織の役割としております。

また、地域の皆様が積極的に地域防災に協力する環

境をつくるためには、リーダーの熱意とリーダーシッ

プがとても大切であることから、リーダー研修会を実

施するとともに、防災活動の指導、助言をする機会と

して防災出前講座を実施し、防災意識の醸成への支援

を行っております。

さらに防災機能の強化のため、２つの補助事業を実

施しております。自主防災組織向上支援事業は地区で

行う防災訓練や防災に関する独自の活動に取り組むこ

とに対する補助事業であります。また、自主防災組織

防災資機材購入事業は、自主的な防災活動に必要な資

機材の購入を支援するものであります。

冒頭にも申し上げましたが、自主防災は「自分たち

の地域は自分たちで守る」という意識を一人ひとりが

持ち、地区で行う防災訓練等で自分たちの動きを確認

しておくことが大切なのではないかと考えております。

住民自らが防災の意識をもって地域づくりができるよ

う、しっかりと伴走支援してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

それでは自席より再質問の方をさせていただきたい

と思います。

まず初めに、跡地の進捗状況ということで、お話を

いただきました。変わりなく進んでいるという状況と

いうことではありますが、解体が進むにつれて、市役

所のほうから、パレットスクエアのほうへ向かった時

に、十字路がありますが、そこから今まではその建物

が見えていたのが、だんだん解体するにしたがって、

更地になっていくにしたがって、奥にあった建物が見

えてくるということで、病院のほうの桜などが今年の

春は非常によく見えたなということで、見通しが良く

なったところが、非常に解体が進んでいるんだろうな

というふうなところが分かるところでありました。そ

れで、その敷地の、元々の姿に近いということでの再

建をということで期待しているというお話を伺ってい

るようですが、敷地の区割り等なんかは、もう全然何

も今のところ白紙で考えて、何かこんなふうな所とい

うところは、まだ具体的なところはないのでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

今現在その区割りっていう形での考え方まだ持って

いない状況です。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

ぜひあの、尾花沢の未来に向けた夢のある計画とい

うことで、考えていただいているところなので、ぜひ

そのまちづくり全般にかかる検討会ということで、

立ち上げていくということですので、購入するという

前提での周辺の整備なんかの計画等を進められるよう

な状況にあるのかどうかお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

今から進めていくというような形での市長の答弁に

あったとおりでした。またあの詳しくその例えば、誰

から何か話聞いているっていう状況でなくて、市長が

令和7年6月23日本会議（一般質問）



語る会等で、いろんなところに参加出席した時に、こ

ういうのがあるといいんだなというふうな形での、要

望を今もらってきているっていう状況です。まして、

あの建物の周辺の方々と、そういう話し合いについて

は、解体っていう部分で話し合いは何回か持たせても

らったんですけれども、その後の部分については、解

体後にしっかり話し合いをさせていただくってことで

約束しておりますので、そういうふうな形で進めてい

きたいと思っています。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

非常に市民のほうの声を聞いていただいているとい

うことが分かるのではないかというふうに思いますの

で、いろんな、まだまだご意見が出てくるのではない

かということと、今後しっかりまちづくりということ

で、ぜひ進めていただければなというふうに思います。

やはりその、今まであった道路ということでは、突き

当たりでＵターンして戻ってくるということの使用法

だったんですが、十字路にして、例えばもっと交通の

便が、うまく車が流れるようなというふうなも含めて、

ぜひ考えていただければなというふうに思います。あ

と購入の価格についてですが、所有者のほうから提示

されている金額があり、それについては、検討してい

る中で、適正であるというふうな判断だということで

すので、これについては、できるだけ買うほうも売る

ほうもという双方がありますので、その辺はうまく進

めていただければなというふうに思います。

次に、２番目の高齢者の支援対策ということで、私

のほうの通告書のほうで、働くということで、この表

現についてはということで、お話をいただきました。

有償・無償ということで、働くというのは、お金をも

らわなくてもボランティア活動だったり、その地域活

動だったりということで、も含めて働くという意味で

出させていただいたものなので、市長答弁の中で、働

くというのは、社会参画との趣意ということで、答弁

させていただいて非常によかったと思います。やはり

その、有償ボランティア、無償ボランティア、あとは、

その地域のいろんな共同作業ということがありますの

で、そこのところは、しっかりと切り分けができてい

ない、まあできないっていうところだと思うので、協

力ということでは、いろいろな形があるので、その辺

のところの支援のほうも、ぜひしていただきたいなと

いうふうに思いますと。それで、公民館事業や福祉協

議会でのなかよしお茶のみ会等のその顔見知りの場を

作るということがありますが、これについては、今ど

れぐらいのところがあるのか、数のほうをお願いした

いと思うんですけれども、何か所ぐらいこれお茶のみ

会のほうはありますかね。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

なかよしお茶のみ会、社会福祉協議会の事業でござ

いますが、主に65歳以上の高齢者を対象にして、親睦

と交流を深めるため、集いの場を支援するものでござ

います。令和６年度に関しましては、55集落36団体、

延べ実施回数が113回の開催がありました。地域住民

協力者とボランティアの方137名、そして参加者2,076

名、総数が2,213名の参加があったところでございま

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

常に良い事業になってきているんじゃないかなとい

うふうに思います。非常に、一人ひとりが顔が見える

中で話ができるというところが、進んでいるところか

なというふうに思いますので、今後ともぜひいろいろ

なところでＰＲをしていただいて、進めていただけれ

ばなというふうに思います。まあ、あの高齢者、障が

い者と子ども、人と人のつながり合える場ということ

ですので、高齢者については、まあ長寿会というよう

なその高齢者のほうの集まりがあったりとか、あと障

がい者については、民生委員さんとか、あと地域の

方々の中でしっかりと見ていけないかなきゃいけない。

子どもたちについては、育成会が、その活動をしっか

りと子どもたちのために作っていくということが必要

かと思いますので、人と人とがつながり合える場や機

会づくりということですので、高齢者のみならず、そ

ういう、子ども会、障がい者等についての集まりの場

というのは、なかよしお茶のみ会以外では、なんか実

施されているものっていうのはありますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

福祉課長。

◎福祉課長（本 間 孝 一 君）

現在、お茶のみ会等ということで、それ以外で把握

しているものはございませんけれども、なかよしお茶

のみ会、そういったものに、高齢者に限らず、皆さん

が気軽に参加できるような、そういった場を提供でき

ればなと考えているところでございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）
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安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

ぜひ、高齢者だけでなくて、そういう弱者の方、ち

ょっと言い方あれなんですけども、なかなか一般の市

民の方との触れ合いがないような方々もいらっしゃい

ますので、その辺のところは、なんか仕組みをしっか

りと作っていただいて、今後進めていただければなと

いうふうに思います。まあ、ボランティア、除雪ボラ

ンティアなどで、そのボランティア協議会でいろいろ

な仕掛けをして頑張っていらっしゃっていますので、

ぜひその、そういうのが見えるような形で、地域住民

同士がその支えながら共に生きるということが実現で

きるように、よろしくお願いしたいと思います。

では次に、自主防災会ですが、鈴木由美子さん、青

野さんと和田さんのほうから出ていましたので、私の

ほうからは１点だけお伺いしたいと思います。自主防

災会ということで、その単一町内での活動というふう

な形になるかと思います。自主防災会、あの町内ごと

に作られていますので、町内での、その役割というの

は、区長がほぼ自主防災会の会長ということで活動さ

れているようですが、その単一町内での活動に限って

ということではなくてですね、連携できるような仕組

みも、ぜひ作っていただきたいなというふうに思うん

ですが、その辺のところは、今回の大規模火災があり

ましたが、その辺のところは、特にこんなことがよか

ったということがあればちょっと教えていただきたい

んですけれど。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

お答えいたします。単一町内だけでなく、他の町内

との連携というようなお話でございますけれども、今

回の５月29日の火災におきましても、新町１の地区の

自主防災会、またあの新町２の町内会なども協力して

いただきまして、対応に当たりました。また、あの活

性化センターの避難所開設にもご協力いただいたり、

あと新町３、東と応援のように町内会の方々が駆けつ

けていただいたという実績がございます。以上でござ

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

やはり一町内会ではなかなか対応が難しかった今回

の複数軒の消失があった火災ではないかなというふう

に思います。ぜひ、消防団のほう、団員のほうの動き

もあるということですので、ぜひ消防団もできればな

というふうに私は思っていますので、お願いしたいな

というふうに思います。あと、もう１つ、今回、避難

所ということで、アルファー米等の支援があったと、

アルファー米の備蓄ですかね、あったということなん

ですが、これについては、活性化センターのほうには

常備されているものというのがあったかどうかお願い

します。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

お答えいたします。活性化センターには、今回備蓄

品はございませんでした。発電機等のみの配置となっ

てございます。今回は市役所のほうに備蓄しているも

のを運び使用してございます。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

やはり、なかなかあの停電があったりということで、

炊き出しのほうの手配もなかなかつかなかった中で、

ぜひその消防団のほうには、アルファー米等配布がで

きなかったのかなというふうにちょっと思うところで

した。やはりその、火災に遭われた方が中心というこ

とと、今回の対応ではあるんですが、やっぱり頑張っ

ている消防団、地域の方ということで、やっぱり早朝

の火事ということで、やっぱりなかなか食事の手配も

ままならないということがあって、その辺のところは

もう少し柔軟にできなかったかなということで思うと

ころです。消防団員の方が200名いらっしゃったとい

うことで、あの報告のほうを受けていますが、アルフ

ァー米のほうは、多分300食ぐらいは届いていたんじ

ゃないかと思いますので、その辺のところは、各団ご

とに来た方に、そういうのを手配できればなと。あと

アルファー米の食べ方って課長は分かりますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

食べ方のご回答でよろしいですか。アルファー米に

つきましては、お湯または水を使用して食べます。お

湯であれば15分、水であれば45分のあとでかき混ぜて

いただいて食べるというようなことになると思います。

以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）
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やはりその、アルファー米、災害時にやっぱり食べ

たい、やっぱりあったかいものが食べたいということ

で、防災訓練なんかだと、必ずお湯だけはあるという

状況でないかと思います。昔だとやっぱり炊き出しで

ご飯作ったり、そのカレー作ったりということがあっ

たんですが、今はほとんどあのお湯があれば、いろん

な使い道があるということで、お湯があれば、その食

べられるものができるというところがあるかと思いま

すので、その辺のところは、水もお湯も先ほど、和田

議員のほうからもありましたが、その水があればその

ご飯も、消防団のほうで手配というふうなことがなく

ても、自前でその食料があるという状況になるのでは

ないかと思いますので、その辺のところ、合わせて検

討していただきたいと思いますが、いかがですか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

お答えいたします。今回アルファー米、あとお水を

活性化センターに運びました。主には避難所開設とい

うことで、避難者向けの何日か分っていうことで、お

持ちしたつもりでございます。あと毛布ですとか、最

低限命を守るというか、そんなに暑くもなかったもの

ですから、寒さというのもしのぐために、それを持っ

ていったところでございました。その活動している中

で、消防団の方々が、この避難所のほうに、朝食休憩

というようなことで入ってこられました。自主防災会

では、おにぎりを炊き出ししたり、やっておったと思

いますが、避難所には消防団向けにご用意したものは

正直ございませんでした。ですので、その避難者向け

に持ってきた、お水とアルファー米、それなりの数ご

ざいましたので、食べてくださいというようなことで、

ご提供させていただいたところでございました。まあ、

今後、先ほど和田議員にも申し上げましたけれども、

そういう連携という形で、朝食の用意、賞味期限が間

近のものなんていうことにはなりますけれども、そう

いうもので代用できるのであれば、対応できるよう、

いろんな先ほど申したとおり検討していきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

やはりその長期になる活動があったときには、やは

りその辺のところの手配等を、被災された方はもう当

然自分では、なかなか難しい困難なところがあるので、

そこのところはしっかりと手当てをしていかないとい

けないところなんですが、それ以外のところでも、十

分気を使っていただければなというふうに思います。

その辺のところの、消防団の活動については、消防署

のほうではどのように考えていますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

消防団に対する水分のことの考えでよろしいでしょ

うか。

先ほども和田議員のほうにもお伝えしておりますが、

消防本部で今回準備させていただいたのは、現場本部

のほうに、水筒の大きいジャグを２つ準備させていた

だきましたけれども、なかなかやっぱりそちらのほう

に来てくださる方もいない、やっぱり和田議員のほう

からも、和田議員本人があの消防団員だってこともあ

りましたけれども、人数の少ない消防団は現場から離

れることもできないという現状も先ほどお聞きしまし

たので、その辺も踏まえながら、今後対策していかな

ければならないというふうに考えております。以上で

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

安井議員。

◎９番（安 井 一 義 議員）

すいません。あの通告の中には、あの消防団のほう

の、まあ消防のほうの、通告がないので、あの非常に

申し訳ないと思いますが、あのやはり、その組織とし

てその消防と消防団ということで、しっかりとあの対

応を取る必要があるんじゃないかなと思いますので、

地域は消防団が守ると、火災については、消防署のほ

うが守るというような形での、住み分けになろうかと

思いますが、ただ、やはりその初期消火については、

やはり一番早く発見できるというのは、近隣、もしく

はのところでないかと思いますので、その辺のところ

にできるだけ早く駆けつけていただければなというふ

うに思いますので、ぜひあの１分１秒でも早い初動の

活動ができるように、ぜひアンテナを上げていただき

たいなというふうに思います。以上で私の一般質問終

わります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、安井一義議員の質問を打ち切ります。

本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。

散 会 午後３時48分
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